
資料１－２

令和５年度の加入推進の取組状況について 
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令和５年度の加入推進の取組状況について 

１ 加入推進の目標等 

（１）令和５年度から令和９年度までの５年間を期間とする第５期中期目標（令和

５年３月３日付け、厚生労働省、農林水産省）において、若い農業者及び女性

農業者に重点を置いて制度の普及推進を図り、その加入の拡大を目指すことと

され、加入目標として、対象期間の終了時である令和９年度末までに、 

① 若い農業者（20 歳から 39 歳以下の新規加入者）5,500 人以上

② 女性の新規加入者 3,400 人以上

をそれぞれ確保することが設定された。

（２）これを踏まえ、独立行政法人農業者年金基金（以下「基金」という。）で

は、毎年度策定して主務省（厚生労働省、農林水産省）に届出する年度計画に

おいて、年度目標を設定しており、中期目標期間の初年度となる令和５年度計

画（令和５年３月 17 日主務省へ届出）においては、（１）の中期目標の達成

を目指して取り組むこととされた。

（３）基金では、これらの目標を踏まえて、毎年度の新規加入者数の目標を設定し

て加入推進活動を推進しており、令和５年度の目標は以下の通り。 

【令和５年度の新規加入者の目標】 

① 20 歳から 39 歳までの農業者（以下「若い農業者」という。）：1,700 人／年

② 女性農業者   ：1,000  〃 

③ 全体（20 歳から 59 歳まで）  ：3,000  〃 

（４）各都道府県段階及び各市町村段階の受託機関における目標値については、

上記（３）の新規加入者の全国の目標値を基にして設定している。

（５）これらの目標達成に向けて、業務受託機関をはじめとする関係者が一丸と

なって取り組めるようにするため、加入推進の取組方針を定め、上記（４）の

目標の達成を目指して加入推進活動を行うことや、新規就農者や女性農業者を

はじめ、農業者を支援する農業内外の関係機関・団体等との連携強化を図るこ

と等を要請するとともに、基金としても関係団体等へ働きかけや、全国段階の

機関への協力依頼を精力的に推進し、都道府県段階の業務受託機関等へ情報提

供を行っている。

２ 令和５年度における加入推進の具体的取組 

（１）令和５年度計画に基づく加入推進活動

令和５年度計画において、農業者年金制度の普及推進については、上記１の

目標達成に向け、以下の加入推進活動を行うこととした。 

① 「令和５年度における農業者年金の加入推進の取組方針」を作成し、若い

農業者、女性農業者に重点的に加入を勧めることを明記し、また、年度当初
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の業務受託機関の担当者会議等において、当該取組方針の周知徹底を図る。 

 

② 加入推進活動のリーダーとなる農業委員等を対象とする「加入推進特別研

修会」を開催し、制度の理解増進、加入推進活動の活発化を図る。 

 

③ 例年、都道府県間の加入推進目標の達成状況の格差の縮小を図るため、前

年度の目標の達成状況が一定水準以下の都道府県を重点都道府県、また、そ

の中で目標の達成状況がさらに低調な都道府県を特別重点県として指定し、

特別活動を実施していたが、これを廃止し、新たに、加入推進が遅れており、

対応を強化すべき市町村・JA 地域等において、中期目標期間中において計画

的かつ集中的に改善が図られるよう「特別対策地域の設定と取組について」

（令和５年４月３日付け）に基づき、各ブロック６カ所につき、必ず１カ所

の県を特別対策地域として指定し、取組の強化を行う。 

 

（２）加入推進の取組状況 

① 上記(1)の年度計画を踏まえて、取組方針を策定し、令和５年４月３日付

で各業務受託機関に発出するとともに、担当者会議やブロック会議等を通じ

て、各業務受託機関が取り組むべき内容を説明し、周知徹底を図った。 

担当者会議については、年度当初であったこともあり、その時点では、新

型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが２類感染症であったこと

を踏まえ、例年は東京に一堂に会して開催しているところ、ハイブリット形

式により４月 24 日、25 日に開催した。 

一方、ブロック会議については、同感染症の感染症法上の位置付けが５類

感染症に引き下げられたことを受け、全国６ブロック会場で実地開催し、各

県段階の業務受託機関における加入推進活動の進捗状況等を確認して基金か

ら指導を行うとともに、各業務受託機関相互の情報交換等を行い、年度末に

向けより一層の活動の推進に資するよう対応した。 

 

② 「加入推進特別研修会」については、以下の研修内容により、６月８日か

ら 10 月 19 日にかけて全国各地で開催した。 

ア 制度説明用 DVD と加入推進用 DVD の２本を放映し、その補足説明を県段

階の業務受託機関が対応 

イ 都道府県段階の業務受託機関による当年度の加入推進活動計画の発表 

ウ 基金による、加入推進事例や加入者・受給者の声の紹介等、加入推進を

強化する上で有効な補足的な情報提供等 

エ 社会保険労務士等の外部講師による講演を設け、他の年金との比較、年

金の必要性の情報提供を行った 

 

③ 特別対策地域について、各ブロック１県計６県の県段階業務受託機関を指

定し、その県の中で特別対策地域（市町村・JA）の指定をした。当基金にお

いては特別対策地域毎に担当役職員を決め、全国農業会議所・JA 中央会とと

もに現地打合せを行い、取組の強化を促した。 
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また、該当特別対策地域の県段階の業務受託機関より毎月、フォローアッ

プシートを提出させ、進捗状況の確認を行い指導した。 

④ JA 全中の女性協議会の北海道 JA 中央会の会長とフレッシュミズの新潟県

JA 中央会の会長を広域推進協力員として各イベント等で農業者年金の周知

活動に協力していただくこととした。

⑤ 「農業者年金制度の普及に向けた協力依頼について」（令和５年６月13日

付け 農林水産省経営局長通知）も踏まえつつ、農業内外の関係機関・団体

等に対する取組として（一社）アグリフューチャージャパンに対するチラシ

の配布協力や来年度カリキュラムへの農業者年金の説明の組入れにかかる

要請、農林水産省本省及び地方組織の広報手段やイベントを活用するほか、

日本政策金融公庫、全国町村会、NOSAI、税理士団体、全国農業経営者協会

等に対して協力要請を行い、周知活動を拡充した。

⑥ 毎月初旬に都道府県別の新規加入者数の状況を、加入推進ニュースとして

業務受託機関に提供している。

その際、前年度の同月と比較して、大幅に増減した県段階の業務受託機関

にヒアリングを行い、増加している地域の取組状況などの情報を全国の業務

受託機関に提供するとともに、減少している地域については、随時指導・ア

ドバイスを行った。 

⑦ チラシ等の加入推進資材については、令和４年からの制度改正内容を反映

させ、随時業務受託機関等からの依頼に応じてチラシを提供し活用してもら

った。

⑧ その他、各業務受託機関においては、工夫して加入推進活動が行われてい

る事例を基金のHPへ掲載し、全国展開を行った。

例えば、神奈川県で作成した、デジタルサイネージを、ブロック会議等で

紹介し、他のブロックに情報共有を行った。 

他にも基金HP掲載の優良事例などの紹介を行った。 

 【参考】 

新規加入者アンケート調査結果では、加入前に農業者年金制度を「ほとん

ど知らなかった」、「全く知らなかった」との回答者は６割を占めており、

世代別には若くなるほど、その割合が増大していく傾向にある。 

また、農業者年金に興味・関心を持ったきっかけについては、「家族から

の勧め」が最も多く、次いで「農業委員会やJAの関係者の戸別訪問」となっ

ている。 

この結果を踏まえつつ、上記の取組を通じて農業者年金の認知度の向上を

図ることとしている。 
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令和６年３月 

独立行政法人農業者年金基金 

             農業者年金の加入実績について 

農業者年金の年度別新規加入者数等                    （単位：人） 

 新規加入者数 対前年同期増減 年度末加入者累計 

平成 14 年度 ― ― ７７，０３１ 

平成 15 年度 １，５８４ ― ７８，５５８ 

平成 16 年度 １，６１３ ＋２９ ８０，１１４ 

平成 17 年度 １，６５３ ＋４０ ８１，７１３ 

平成 18 年度 ２，２９６ ＋６４３ ８３，９７２ 

平成 19 年度 ４，１７３ ＋１，８７７ ８８，１０３ 

平成 20 年度 ３，７０７ －４６６ ９１，７２９ 

平成 21 年度 ３，９０８  ＋２０１ ９５，５６５ 

平成 22 年度 ３，４５２ －４５６   ９８，９８４ 

平成 23 年度 ３，２０３   －２４９    １０２，１５３ 

平成 24 年度 ３，０１４ －１８９ １０５，１３５ 

平成 25 年度 ３，４５２  ＋４３８ １０８，５５６ 

平成 26 年度 ２，７６１ －６９１ １１１，２９２ 

平成 27 年度 ３，０６８ ＋３０７ １１４，３４１ 

平成 28 年度 ３，２００ ＋１３２ １１７，５１５ 

平成 29 年度 ３，３３５ ＋１３５ １２０，８１８ 

平成 30 年度 ３，１０７ －２２８ １２３，９１２ 

令和元年度                                                                 ２，８１３ －２９４ １２６，７０６ 

令和２年度                                                                 ２，６３７ －１７６ １２９，３２３ 

令和３年度 ２，４６３ －１７４ 

 

１３１，７６０ 

 令和４年度 ２，１９８ －２６５ １３３，９５２ 

令和５年度 １，８４４ －８６ １３５，７８３ 

（注）資格取消等があるため、新規加入者数と年度末加入者累計の増加数は一致しない。 

 

 

 新規加入者の状況 
男女計 政策支援加入 

  うち女性 うち 39 歳以下   うち区分３ 

新 規 

加入者 

令和４年度 (２月) 1,930 661（34.2%） 1,072（55.5%) 459 (23.8%) 272(59.3%) 

令和５年度 (２月) 1,844 611（33.1%） 1,063(57.6%) 416（22.6%) 242(57.6%) 
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７カ年平均（28～４年度）
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428 355 82.9% 73

1 佐　賀 44 64 145.5% (20) 達成！

2 島　根 13 16 123.1% (3) 達成！

3 長　崎 59 69 116.9% (10) 達成！

4 長　野 96 108 112.5% (12) 達成！
5 岐　阜 28 30 107.1% (2) 達成！
6 愛　媛 50 51 102.0% (1) 達成！

7 大　分 31 27 87.1% 4

8 神奈川 46 40 87.0% 6

9 栃　木 88 74 84.1% 14

10 京　都 25 20 80.0% 5

11 徳　島 38 30 78.9% 8

12 鹿児島 90 67 74.4% 23

13 山　形 79 56 70.9% 23

14 奈　良 18 12 66.7% 6

15 茨　城 128 83 64.8% 45

16 富　山 11 7 63.6% 4

17 沖　縄 38 24 63.2% 14

18 宮　城 51 31 60.8% 20

19 熊　本 145 87 60.0% 58

20 群　馬 64 37 57.8% 27

21 岡　山 35 20 57.1% 15

22 香　川 21 12 57.1% 9

23 宮　崎 81 45 55.6% 36

24 石　川 13 7 53.8% 6

25 高　知 56 27 48.2% 29

26 鳥　取 21 10 47.6% 11

27 大　阪 17 8 47.1% 9

28 新　潟 67 30 44.8% 37

29 広　島 27 12 44.4% 15

30 福　島 82 36 43.9% 46

31 滋　賀 16 7 43.8% 9

32 青　森 143 60 42.0% 83

33 千　葉 126 49 38.9% 77

34 岩　手 73 28 38.4% 45

35 静　岡 80 30 37.5% 50

36 福　岡 99 36 36.4% 63

37 東　京 30 10 33.3% 20

38 埼　玉 79 26 32.9% 53

39 三　重 25 8 32.0% 17

40 兵　庫 48 14 29.2% 34

41 山　口 14 4 28.6% 10

42 秋　田 61 17 27.9% 44

43 山　梨 38 10 26.3% 28

44 和歌山 76 20 26.3% 56

45 愛　知 115 28 24.3% 87

46 福　井 9 2 22.2% 7
合　計 3,022 1,844 61.0% 1,178

備　考

① ② ②/① ①－②

未達成者数（人）

「若い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計15万人早期達成強化運動」
の都道府県別進捗状況　（全体の新規加入者数、令和６年２月実績）

①－②

未達成者数（人）

①

備　考

② ②/①

達成率（％）新規加入者数（人）目標（人）

北海道

目標（人） 新規加入者数（人） 達成率（％）
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296 258 87.2% 38

1 島　根 7 12 171.4% (5) 達成！

2 佐　賀 26 40 153.8% (14) 達成！

3 長　崎 37 46 124.3% (9) 達成！

4 京　都 13 14 107.7% (1) 達成！

5 神奈川 25 26 104.0% (1) 達成！

6 愛　媛 26 26 100.0% 0 達成！

7 長　野 52 49 94.2% 3

8 岐　阜 16 15 93.8% 1

9 奈　良 10 9 90.0% 1

10 香　川 11 9 81.8% 2

11 山　形 47 37 78.7% 10

12 岡　山 18 14 77.8% 4

13 栃　木 52 36 69.2% 16

14 宮　崎 48 33 68.8% 15

15 熊　本 89 61 68.5% 28

16 富　山 6 4 66.7% 2

17 徳　島 20 13 65.0% 7

18 沖　縄 19 12 63.2% 7

19 鹿児島 46 28 60.9% 18

20 群　馬 38 23 60.5% 15

21 宮　城 30 17 56.7% 13

22 大　分 17 9 52.9% 8

23 新　潟 37 19 51.4% 18

24 鳥　取 12 6 50.0% 6

25 広　島 15 7 46.7% 8
26 福　島 39 18 46.2% 21
27 茨　城 78 36 46.2% 42
28 石　川 7 3 42.9% 4

29 千　葉 70 28 40.0% 42

30 福　岡 58 23 39.7% 35

31 東　京 16 6 37.5% 10

32 山　梨 17 6 35.3% 11

33 秋　田 35 12 34.3% 23

34 滋　賀 9 3 33.3% 6

35 和歌山 35 11 31.4% 24

36 岩　手 39 12 30.8% 27

37 静　岡 39 12 30.8% 27

38 兵　庫 23 7 30.4% 16

39 高　知 33 10 30.3% 23

40 青　森 80 24 30.0% 56

41 埼　玉 40 12 30.0% 28

42 山　口 7 2 28.6% 5

43 大　阪 8 2 25.0% 6

44 三　重 13 3 23.1% 10

45 愛　知 60 10 16.7% 50

46 福　井 5 0 0.0% 5
合　計 1,724 1,063 61.7% 661

北海道

未達成者数（人）
備　考

① ② ②/① ①－②

「若い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計15万人早期達成強化運動」
の都道府県別進捗状況　（20歳から39歳の新規加入者数、令和６年２月実績）

①－②

未達成者数（人）

①

備　考

② ②/①

達成率（％）
39歳以下の

新規加入者数（人）
目標（人）

目標（人）
39歳以下の

新規加入者数（人）
達成率（％）
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180 150 83.3% 30

1 佐　賀 16 21 131.3% (5) 達成！

2 長　野 36 41 113.9% (5) 達成！

3 愛　媛 15 17 113.3% (2) 達成！

4 長　崎 21 23 109.5% (2) 達成！
5 岐　阜 10 10 100.0% 0 達成！
6 大　分 10 9 90.0% 1

7 京　都 8 7 87.5% 1

8 神奈川 14 12 85.7% 2

9 栃　木 28 22 78.6% 6
10 徳　島 14 11 78.6% 3
11 石　川 4 3 75.0% 1
12 島　根 4 3 75.0% 1

13 茨　城 40 28 70.0% 12

14 鹿児島 30 21 70.0% 9

15 群　馬 21 14 66.7% 7
16 富　山 3 2 66.7% 1
17 岡　山 11 7 63.6% 4
18 香　川 7 4 57.1% 3
19 宮　城 16 9 56.3% 7
20 沖　縄 9 5 55.6% 4
21 新　潟 17 9 52.9% 8
22 山　形 23 12 52.2% 11
23 埼　玉 24 12 50.0% 12
24 奈　良 6 3 50.0% 3
25 青　森 48 23 47.9% 25
26 高　知 18 8 44.4% 10
27 熊　本 51 21 41.2% 30
28 静　岡 27 11 40.7% 16
29 滋　賀 5 2 40.0% 3
30 大　阪 5 2 40.0% 3
31 福　岡 33 13 39.4% 20
32 宮　崎 29 11 37.9% 18
33 三　重 8 3 37.5% 5
34 広　島 8 3 37.5% 5
35 福　井 3 1 33.3% 2
36 福　島 25 8 32.0% 17
37 秋　田 17 5 29.4% 12
38 愛　知 42 12 28.6% 30

39 岩　手 25 7 28.0% 18

40 兵　庫 15 4 26.7% 11
41 千　葉 40 10 25.0% 30
42 東　京 8 2 25.0% 6
43 山　梨 13 3 23.1% 10
44 和歌山 27 6 22.2% 21
45 鳥　取 6 1 16.7% 5
46 山　口 5 0 0.0% 5

合　計 1,025 611 59.6% 414

備　考

① ② ②/① ①－②

達成率（％）目標（人）
女性の

新規加入者数（人）

北海道

未達成者数（人）

「若い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計15万人早期達成強化運動」
の都道府県別進捗状況　（女性の新規加入者数、令和６年２月実績）

①－②

未達成者数（人）

①

備　考

② ②/①

達成率（％）
女性の

新規加入者数（人）
目標（人）
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●令和４年度の新規加入者を対象

　・以下の各数値は切り上げ処理を行っているので、各設問の合計は100%にならない。

　【回答者の構成割合】

 ◆年齢別 ◆男女別

　　２０歳代 18% 　　男性 64%

　　３０歳代 37% 　　女性 36%

　　４０歳代 29% 　　無回答 2%

　　５０歳代 15%

　　６０歳代 2%

　　無回答 1%

 ◆就農時期

　　０～２年前 29%

　　３～５年前 19%

　　６年以上前 48%

　　無回答 5%

 ◆加入者の経営における位置付け

　　経営主 37% 　　その他 1%

　　経営主の家族 61% 　　無回答 2%

　　法人等の従業員（パート等含む） 1%

●　上記設問で『経営主』または『経営主の家族』を選択した場合のみ回答

 ◆農家区分

　　専業農家 87% 　　兼業農家（農業所得が従） 4%

　　兼業農家（農業所得が主） 8% 　　無回答 3%

 ◆経営類型

　　稲作 22% 　　施設野菜 16% 　　肉用牛 4%

　　麦類作 8% 　　果樹類 13% 　　養豚 1%

　　穀類・いも類・豆類 11% 　　花き・花木 4% 　　養鶏 1%

　　工芸農作物 2% 　　その他の作物 4% 　　無回答 2%

　　露地野菜 17% 　　酪農 3%

 ◆農業者種別

　　新規就農者（Ｕターン） 12% 　　それ以外の新規就農者 7% 　　その他 2%

　　新規就農者（Ｉターン） 4% 　　認定農業者 41% 　　該当なし 10%

　　認定新規就農者 11% 　　家族経営協定締結者 11% 　　無回答 6%

　【加入推進名簿登載者であったか】
 ◆農業委員会 ◆農業協同組合

　　はい 45% 　　はい 31%

　　いいえ 37% 　　いいえ 35%

　　無回答 19% 　　無回答 36%

令和４年度 新規加入者状況調査集計結果（最終版）

（令和４年４月～令和５年３月　加入手続きの際にアンケート調査を実施）
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問１　農業者年金に関する広告であなたがご覧になったものは？

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代

1 21% 22% 20% 19% 20% 22% 23% 28%

2 18% 18% 18% 19% 18% 18% 19% 15%

3 13% 12% 13% 12% 11% 13% 16% 12%

4 12% 12% 13% 12% 11% 14% 13% 14%

5 10% 11% 10% 9% 11% 11% 11% 7%

6 5% 4% 6% 2% 6% 4% 5% 9%

7 4% 4% 4% 3% 4% 4% 4% 7%

8 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 0%

9 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

10 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

11 19% 19% 19% 25% 22% 17% 12% 12%

問２　加入のきっかけはどんな場面？

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代

1 34% 31% 39% 50% 40% 25% 25% 12%

2 20% 21% 17% 19% 18% 25% 18% 6%

3 17% 18% 15% 9% 18% 18% 21% 29%

4 9% 9% 8% 8% 9% 10% 8% 3%

5 8% 9% 7% 1% 4% 9% 15% 48%

6 7% 7% 7% 10% 7% 8% 7% 2%

7 5% 4% 5% 4% 4% 6% 5% 2%

8 2% 2% 3% 2% 2% 3% 3% 0%

9 2% 2% 2% 1% 3% 2% 3% 2%

設問

ＪＡから戸別訪問以外の勧め

ＪＡに掲示されたポスター、チラシ

市町村・JAのＨＰ

農林水産省フェイスブック又は農林
水産省メールマガジン

ＳＮＳ（農林水産省フェイスブックを
除く）

農業委員会・農業委員から戸別訪
問以外の勧め

専門家（税理士等）への相談

回答

知人からの勧め

農業者年金に関する広
告で、あなたがご覧に
なったものに○をつけて
ください。（複数回答可）

ＪＡによる戸別訪問

農業委員会・農業委員による戸別
訪問

その他

加入のきっかけはどのよ
うな場面でしたか。３つ
以内で○をつけてくださ
い。

　加入のきっかけは、「家族からの勧め」が34％、「農業委員会・農業委員による戸別訪問」が20％と
なっている。「家族からの勧め」については、若い世代の割合が特に高くなっている。

市町村（農業委員会）に掲示されたポ
スター、チラシ

ＪＡの広報誌

市町村(農業委員会)の広報誌

ラジオＣＭ

新聞・業界紙

農業者年金基金ＨＰ

設問 回答

該当なし

自身で判断

家族からの勧め

　　農業者年金に関する広告では、「市町村（農業委員会）に掲示されたポスター、チラシ」、「ＪＡに掲
示されたポスター、チラシ」がよく見られている。
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問３　加入しようと思った農業者年金の魅力は？

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代

1 30% 31% 30% 30% 32% 29% 30% 37%

2 20% 19% 21% 13% 20% 21% 26% 18%

3 13% 12% 15% 14% 13% 14% 12% 10%

4 11% 12% 11% 13% 10% 12% 12% 9%

5 11% 11% 11% 9% 10% 13% 12% 13%

6 6% 7% 6% 8% 6% 7% 4% 4%

7 4% 4% 3% 7% 5% 1% 1% 0%

8 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4%

9 2% 2% 1% 4% 2% 1% 1% 2%

10 2% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2%

11 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2%

12 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4%

生涯受給できる終身年金だから

国民年金に上乗せできるから

任意に加入・脱退ができるから加入しようと思った農業
者年金の魅力は何です
か。３つ以内で○をつけ
てください。

保険料の全額社会保険料控除などの
税制優遇があるから

よくわからない

年金資産の運用実績が良いから

保険料が自由に決められるから

積立て方式だから

事務経費の負担がないから（国費
で負担）

その他

　多くの方が、老後生活の安定のために「国民年金に上乗せできるから」と考え加入しており、農業者
年金制度の魅力は、「税制優遇」であると感じている方が多い。

80歳までに死亡した場合に死亡一時金
があるから

一定の要件を満たした場合の保険料
補助があるから

設問 回答
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問４　農業者年金をどの程度知っていましたか？

（　世代別集計　）

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代

1 4% 4% 4% 4% 3% 3% 5% 31%

2 37% 38% 35% 33% 35% 38% 45% 44%

3 46% 45% 47% 44% 48% 47% 42% 16%

20% 16% 14% 10% 11%

(30%) (19%) (15%) (10%) (12%)

（　就農時期別集計　）

全体 男性 女性
0～2
年前

3～5
年前

6年
以上前

1 4% 4% 4% 3% 4% 5%

2 37% 38% 35% 32% 36% 40%

3 46% 45% 47% 44% 47% 47%

23% 16% 10%

(25%) (16%) (12%)

設問 回答

制度の内容をある程度知っていた

名前以外の制度内容はほとんど知
らなかった

16%14%

この度、農業者年金に
加入していただきました
が、加入される前に農業
者年金制度についてど
の程度ご存じでしたか。
1つだけ○をつけて下さ
い。

制度の内容を良く知っていた

制度の内容を良く知っていた

15%
名前を含め全く知らなかった
(　)は女性における数字

4

16%14%15%
名前を含め全く知らなかった
(　)は女性における数字

設問 回答

制度の内容をある程度知っていた

名前以外の制度内容はほとんど知
らなかった

この度、農業者年金に
加入していただきました
が、加入される前に農業
者年金制度についてど
の程度ご存じでしたか。
1つだけ○をつけて下さ
い。 4

　全体では、「ほとんど知らなかった」、「全く知らなかった」は合わせて約6割。世代別では、若い人ほど
その割合が多い。
　就農時期別では、就農時期0～2年前で約7割、3～5年前で約6割、6年以上前でも約6割となってい
る。
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問５　農業者年金を知っていてこれまで加入しなかったその理由は？

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代

1 35% 35% 36% 31% 35% 39% 37% 14%

2 18% 18% 18% 26% 18% 14% 15% 38%

3 18% 17% 19% 8% 14% 26% 25% 7%

4 18% 19% 14% 30% 24% 11% 7% 0%

5 7% 7% 6% 3% 6% 8% 12% 7%

6 3% 2% 4% 3% 3% 3% 3% 0%

7 5% 5% 6% 2% 5% 5% 4% 35%

問６　政策支援加入しなかったその理由は？

全体 男性 女性 20代 30代 40代 50代 60代

1 57% 52% 64% 41% 37% 70% 72% 67%

2 16% 16% 15% 29% 22% 10% 9% 8%

3 15% 19% 11% 15% 23% 10% 12% 15%

4 7% 10% 4% 12% 12% 4% 5% 4%

5 7% 6% 8% 6% 8% 7% 6% 8%

保険料の負担が大きかった

詳しい説明を聞く機会がなかった

設問

問４で１または２と回答さ
れた方にお聞きします。
農業者年金にこれまで
加入しなかった理由は
何ですか。２つに○をつ
けて下さい。

年齢的にまだ加入しなくても良いと思っ
ていた

　政策支援に加入しなかった理由は、「政策支援加入の要件を満たしていない」が約６割を占めてお
り、その他では、 「保険料の額を自由に決めることができないから」、「後継者に経営継承ができるか分
からないから」等

　農業者年金を知っていて、これまで加入しなかった人の主な理由は、「詳しい説明を聞く機会がな
かった」、  「加入資格がなかった」、 「保険料の負担」等。

設問 回答

通常加入の方（政策支
援加入で保険料の国庫
補助を受けられる方以
外の方）にお聞きしま
す。あなたが、政策支援
加入をされなかった理由
は何ですか。１つだけ○
をつけて下さい。

政策支援加入の要件を満たしていない。

後継者に経営継承ができるか分か
らないから。

保険料の額を自由に決めることができ
ないから。

生涯自ら農業を営みたいから

その他

回答

その他

保険料補助の対象外だった

公的年金全般への不安感

加入資格がなかった（他の年金制度に
入っていた、農業に従事していなかった等）
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加入推進の戸別訪問等の効果検証 

（平成 30～令和４年度の実績報告等を基に分析） 

 

 

１ 戸別訪問の効果 

 

戸別訪問時間数の上・中・下位別にみた新規加入者数（全体・若い農業者：

府県）の割合を比較すると以下のとおり 

 

基幹的農業従事者に対する  
戸別訪問の時間数① 

新規加入者数の割合② 
上段：全体 

（下段：若い農業者） 

②の割合の比較     
※少ない府県を１とする 

戸別訪問の時間数が 
多い府県（上位1/3） 

０．７６％ 
（２．６０％） 

１．５４倍 
（１．５５倍） 

戸別訪問の時間数が 
中間の県（中位1/3） 

０．５８％ 
（１．９０％） 

１．１７倍 
（１．１３倍） 

戸別訪問の時間数が 
少ない府県（下位1/3） 

０．４９％ 
（１．６８％） 

１ 
（１） 

  
（注） 

・①は、府県別[戸別訪問時間(平成 30～令和４年度平均)／基幹的農業従事者数（60 歳未満：

平成 27 年）]で算出 

・②は、府県別[新規加入者数(平成 30～令和４年度平均：全体・若い農業者)／基幹的農業従

事者数（60 歳未満・39 歳以下：平成 27 年）]で算出 

・加入推進部長を設置していない北海道と東京都は本分析から除き、45 府県を 15 府県毎に上

位・中位・下位に分類。 

・新規加入者においては、20‐39 歳を「若い農業者」としている。 

 

 

 

 戸別訪問の「時間数が少ない府県」をベースに新規加入者数を比

較すると、「時間数が多い府県」は１．５４倍、「時間数が中間の

県」は１．１７倍。 

 戸別訪問の時間を着実に確保している府県ほど、新規加入実績を

上げている。 
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２ 重点、特別重点県指定の効果 

 

    令和４年度においては、９県を重点指定、うち２県を特別重点指定した。 
重点指定県においては、県段階業務受託機関による重点市町村・ＪＡ巡回意

見交換を実施するとともに基金からポスター等の資材提供を通じて広報活動

を強化。 
特別重点県においては、５者協議（基金、全国農業会議所、ＪＡ全中及び県

段階業務受託機関）を行い、現地での意見交換をはじめとする特別活動を実施。 

 

◎重点、特別重点県と全国とを比較した新規加入者数の推移 

  区 分   平成３年度     令和４年度       前年度比 

全  国    52.3人  →   46.8人       89.5％ 

重点県    36.1人  →   38.8人      107.5％ 

重点県以外    56.1人  →   48.7人       86.8％ 

※１都道府県当たりの平均新規加入者数で比較した。 

 

  ◎重点、特別重点県の新規加入者数の推移 

区 分 令和３年度   令和４年度   前年度比 

全  国 2,456人  →   2,198人     89.5％ 

 青森県 70人  →      69人     98.6％ 

岩手県 38人  →      38人    100.0％ 

福島県 36人  →      30人     83.3％ 

茨城県 58人  →      63人    108.6％ 

埼玉県（特別重点） 29人  →      34人    117.2％ 

静岡県 38人  →      33人     86.8％ 

愛知県（特別重点） 32人  →      35人    109.4％ 

兵庫県 20人  →      25人    125.0％ 

高知県 24人  →      22人     91.7％ 

   

１都道府県当たりの平均新規加入者数は、重点指定以外が対前

年８６．８％であったのに対し、重点指定の県は１０７．５％と

伸びている。 
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３ 女性による加入推進の効果 

 

（１）加入推進部長における女性の割合(多・少)からみた戸別訪問時間数の比較 

加入推進部長数における 
女性の割合① 

戸別訪問の時間数の比較②    
※少ない府県を１とする 

女性の加入推進部長の割合が多い県 

（上位1～10位） 
１．００２倍 

女性の加入推進部長の割合が少ない府県 

(11位～45位) 
１ 

（注） 

・①は、府県別 [女性加入推進部長数(５カ年平均)／加入推進部長数(10 時間以上活動)]で

算出 

・②は、府県別 [戸別訪問時間(５カ年平均)／基幹的農業従事者数(60 歳未満：平成 27 年)]

で算出 

・加入推進部長を設置していない北海道と東京都を分析から除いている。 

・女性加入推進部長は全国的にみてまだ配置がそれほど進んでおらず、中位・下位で有意に

比較できないことから上位 10 位までとそれ以外の府県とに分類し、分析した。 

 

（２）加入推進部長における女性の割合(多・少)からみた新規加入者数の割合

の比較 

加入推進部長数における女性の
割合① 

新規加入者数の割合② 
上段:全体（下段:女性） 

②の割合の比較    
※少ない府県を１とする 

女性の加入推進部長の割合が 

多い県 

（上位1～10位） 

０．７４％ 

（０．２３％） 

１．２９倍 

（１．３３倍） 

女性の加入推進部長の割合が 

少ない府県 

（11位～45位） 

０．５７％ 

（０．１７％） 

１ 

（１） 

（注） 

・②は、府県別 [新規加入者数(５カ年平均)／基幹的農業従事者数（60 歳未満：平成 27

年）]で算出 

 女性の加入推進部長の割合の多い県は、少ない府県と比較して

戸別訪問時間はほぼ同じ水準であるものの、新規加入者数は、少

ない府県と比較して全体で１．２９倍。女性で１．３３倍となっ

ている。 
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令和４年度における新規加入実績の要因検証 
 

 

令和５年７月 

農業者年金基金 企画調整室 

 

 

１ 市町村段階に設置している加入推進部長の活動状況の前年度比較（全国の総時間数比較） 

 

 

                                       （単位：時間） 

 

区     分 

 

Ｒ３年度 

 

Ｒ４年度 

 

 調査対象農業委員会数 

 

1,708 

 

1,708 

 

 加入推進部長の指導的な活動時間 

 

18,483 

 

18,364（0.99 倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対策会議、加入対象者の把握、絞り込み 

 

5,368 

 

5,280（0.98 倍） 

 

 制度の普及 PR 

 

2,777 

 

3,207（1.15 倍） 

 

 各種会議での働きかけ 

 

2,110 

 

2,366（1.12 倍） 

 

 戸別訪問 

 

7,604 

 

7,511（0.99 倍） 

     注１：業務指導等事業(Ｒ３年度、Ｒ４年度)の実績報告書を集計 

     注２：（ ）は対前年度比較 

 

 

 

【検証結果】 

 

  令和３年度と令和４年度の全国の活動状況を比較すると、「加入推進部長の指導的

な活動時間」は約 1.8 万時間とほぼ同水準であり、新型コロナウイルス感染症拡大前の

令和元年度の水準（約 2.3 万時間）及び拡大初年度の令和２年度の水準（約 1.9 万時間）

を下回っていることから、引き続き同感染症の影響が生じていたと考えられる。 

活動項目別にみると、「制度の普及 PR」及び「各種会議での働きかけ」が増加して

いる一方、「対策会議、加入対象者の把握、絞り込み」及び「戸別訪問」がほぼ同水準

で推移している。 
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２ 新規加入実績が下がった市町村段階に設置している加入推進部長の活動状況の 

 前年度比較（１市町村当たり） 

 

 

（単位：時間）） 

 

区     分 

 

Ｒ３年度 

 

Ｒ４年度 

 

 加入推進部長の指導的な活動時間 

 

48.6 

 

41.4（0.85 倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対策会議、加入対象者の把握、絞り込み 

 

16.3 

 

9.9（0.61 倍） 

 

 制度の普及 PR 

 

6.6 

 

7.3（1.11 倍） 

 

 各種会議での働きかけ 

 

3.3 

 

3.7（1.12 倍） 

 

 戸別訪問 

 

20.6 

 

20.5（0.99 倍） 

     注１：Ｒ４年度に５人以上減った 32 市町村の加入推進部長の活動実績を集計 

      注２：（ ）は対前年度比較 

 

 

 

【検証結果】 

 

新規加入者実績が５人以上減少した市町村については、全体活動時間が前年度と比較

して９割弱に減少している。 

活動項目別にみると、「制度の普及 PR」及び「各種会議での働きかけ」が増加する

一方、「対策会議、加入対象者の把握、絞り込み」が約６割に減少している。 
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３ 新規加入実績が伸びた市町村段階に設置している加入推進部長の活動状況の 

 前年度比較（１市町村当たり） 

 

 

（単位：時間） 

 

区     分 

 

Ｒ３年度 

 

Ｒ４年度 

 

 加入推進部長の指導的な活動時間 

 

38.0 

 

29.4（0.77 倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対策会議、加入対象者の把握、絞り込み 

 

10.1 

 

12.0（1.19 倍） 

 

 制度の普及 PR 

 

2.4 

 

4.7（1.96 倍） 

 

 各種会議での働きかけ 

 

5.0 

 

2.5（0.50 倍） 

 

 戸別訪問 

 

 

17.3 

 

10.2（0.59 倍） 

 

     注１：Ｒ４年度に５人以上伸びた 16 市町村の加入推進部長の実績を集計 

      注２：（ ）は対前年度比較 

 

 

 

【検証結果】 

 

新規加入実績が５人以上伸びた市町村については、全体活動時間が前年度と比較して

約８割に減少している。 

活動項目別にみると、「各種会議での働きかけ」及び「戸別訪問」で大きく減少する

一方、「対策会議、加入対象者の把握、絞り込み」及び「制度の普及 PR」が増加し、

加入実績の増加に寄与したものと考えられる。 
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実績がでている市町村と全国平均との活動実績の比較(R4 年度) 
 

 

１ 市町村段階に設置している加入推進部長の活動実績（１市町村当たり） 

                                                             （単位：時間） 

 

 

区    分 

 

 

 

全国平均 

(Ｒ４年度) 

 

 

 

Ｒ４年度実績が

５人以上増加し

た市町村 

(Ｒ４年度) 

 

Ｒ３年度・Ｒ４年

度の両年度とも 10

人以上の加入実績

のある市町村 

(Ｒ３年度・Ｒ４年度) 

 

 加入推進部長の指導的な活動時間 

 

14.9 

 

29.4（ 2.0 倍） 

 

77.4（ 5.2 倍） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対策会議、加入対象者の把握、絞り込み 

 

4.3 

 

12.0（ 2.8 倍） 

 

21.0（ 4.9 倍） 

 

 制度の普及 PR 

 

2.6 

 

4.7（ 1.8 倍） 

 

7.6（ 2.9 倍） 

 

 各種会議での働きかけ 

 

1.9 

 

2.5（ 1.3 倍） 

 

20.9（11.0 倍） 

 

 戸別訪問 

 

 

6.1 

 

 

10.2（ 1.7 倍） 

 

 

27.9（ 4.6 倍） 

 

   注１：Ｒ３年度・Ｒ４年度の両年度とも 10 人以上の加入実績があり、加入推進部長を設置し

ている市町村は 10 市町村 

   注２：（ ）は全国平均との比較 

注３：Ｒ４年度で加入推進部長を設置している市町村数は 1,222 市町村 

 

 

 

 

２ １市町村当たり活動実績 

 
 

区    分 

 

 

 

全国平均 

(Ｒ４年度) 

 

 

 

Ｒ４年度実績が

５人以上増加し

た市町村 
(Ｒ４年度) 

 

 

Ｒ３年度・Ｒ４年

度の両年度とも 10

人以上の加入実績

のある市町村 
(Ｒ３年度・Ｒ４年度) 

 

 加入推進名簿掲載者数 

 

65.9 人 

 

234.1 人( 3.6 倍) 

 

360.4 人( 5.5 倍) 

 

 加入対策会議、研修会の開催 

 

1.3 回 

 

2.0 回( 1.6 倍) 

 

3.2 回( 2.5 倍) 

 

 戸別訪問を行った加入推進者の人数 

 

4.1 人 

 

12.2 人( 3.0 倍) 

 

13.8 人( 3.3 倍) 

 

 広報活動（農委便りへの掲載等）の実施回数 

 

 

1.9 回 

 

 

3.1 回( 1.7 倍) 

 

 

3.8 人( 2.0 倍) 

 

   注１：Ｒ３年度・Ｒ４年度の両年度とも 10人以上の加入実績のある市町村は 20市町村 

   注２：（ ）は全国平均との比較 
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３ １ＪＡ当たり活動実績 （１県１ＪＡ含む） 

 

 

区    分 

 

 

 

全国平均 

(Ｒ４年度) 

 

 

 

Ｒ４年度実績が

５人以上増加し

た市町村 
(Ｒ４年度) 

 

 

Ｒ３年度・Ｒ４年

度の両年度とも 10

人以上の加入実績

のある市町村 

(Ｒ３年度・Ｒ４年度) 

 

 加入推進名簿掲載者数 

 

91.0 人 

 

262.2 人( 2.9 倍) 

 

328.6 人( 3.6 倍) 

 

 加入対策会議、研修会の開催 

 

1.1 回 

 

2.2 回( 1.9 倍) 

 

4.4 回( 3.8 倍) 

 

 戸別訪問を行った加入推進者の人数 

 

3.0 人 

 

7.4 人( 2.5 倍) 

 

9.6 人( 3.2 倍) 

 

 広報活動（農協便りへの掲載等）の実施回数 

 

 

2.2 回 

 

 

3.4 回( 1.6 倍) 

 

 

6.3 回 2.9 倍) 

 

  注１：Ｒ３年度・Ｒ４年度の両年度とも 10 人以上の加入実績のあるＪＡは 46 ＪＡ 

  注２：（ ）は全国平均との比較 

 

 

 

【検証結果】 

 

① 市町村段階業務受託機関に配置している加入推進部長の活動時間について全国平

均と比較すると、 

 ア 前年度よりも新規加入者が５人以上伸びた市町村では、全体の活動時間が約２

倍、活動項目別では「対策会議、加入対象者の把握、絞り込み」が約３倍と大き

くなっている。  

 イ また、２年連続して一定の実績（10 人以上）がある市町村では、全体の活動時

間が約５倍と大きく全国平均を上回っている。 

活動項目別においても全ての項目について大きく全国平均を上回っており、「各

種会議での働きかけ」が約 11 倍、「対策会議、加入対象者の把握、絞り込み」及

び「戸別訪問」が約５倍となっている。 

 

②  市町村及びＪＡの活動実績を全国平均と比較すると、前年度よりも新規加入者が 

５人以上伸びた市町村とＪＡ及び２年連続して一定の実績（10 人以上）を上げてい

る市町村とＪＡとも、すべての活動項目において全国平均を上回っている。 

 

③ 実績がでている市町村等においては、新型コロナウイルス感染症により加入推進活

動が制限されている状況下にあっても、加入推進部長の積極的な指導活動の下、関係

者間で協力しながら、加入対象者の把握・絞り込み、広報活動等を適切に実施し、戸

別訪問につなげていく等、各加入推進活動を積極的に行っていると考えられる。 
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第５期中期目標期間における新規加入者の目標の設定について 

 

制定：令和５年４月３日 ５独農年企第１号 

独立行政法人農業者年金基金理事長通知 

 

１ 第４期中期目標における新規加入者の目標等 

（１）平成 30 年度～令和４年度を対象期間とする第４期中期目標（平成 30 年

４月１日 厚生労働省・農林水産省指示。以下「前中期目標」という。）に

おいては、20 歳以上 39 歳以下の基幹的農業従事者数に対する被保険者数の

割合を 25％に、女性の基幹的農業従事者数に対する女性の被保険者数の割

合を 17％に、それぞれ拡大することとされた。 

（２）これを踏まえ、独立行政法人農業者年金基金は、業務受託機関と一体とな

った加入推進運動を展開するため、スローガン「加入者累計 13 万人早期達

成３カ年運動」の下、毎年度の新規加入者の目標数（全体 3,800 人、うち 20

歳以上 39歳以下の若い農業者 2,800 人、女性 1,300 人）の達成を目指した。 

（３）また、加入者累計 13 万人を達成した令和３年度の後半以降は、スローガ

ン「加入者累計 15 万人早期達成に向けた加入推進強化運動」の下、毎年度

の新規加入者の目標数（全体 3,800 人、若い農業者 2,400 人、女性 1,000

人）を目指して、加入推進運動を展開した。 

（４）しかしながら、初年度の平成 30 年度、及び新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響を受けた令和元年度以降と、前中期目標期間中の新規加入

者数は、終始、目標を下回り、かつ、減少傾向が続いた。 

 

２ 第５期中期目標における新規加入者の目標等 

（１）基本的な考え方 

① 令和５年度～９年度を対象期間とする第５期中期目標（令和５年３月３

日 厚生労働省・農林水産省指示。以下「中期目標」という。）において

は、若い農業者及び女性農業者に重点を置いた制度の普及推進を図り、そ

の加入の拡大を目指すこととされ、対象期間の終了時までに、若い新規加

入者（20 歳以上 39 歳以下の新規加入者をいう。以下同じ。）を 5,500 人以

上、女性の新規加入者を 3,400 人以上、それぞれ確保するという数値目標

が示された。 

② 一方、これまで、加入推進運動においては、スローガンとして「加入者

累計 15 万人早期達成に向けた加入推進強化運動」を掲げて取り組んでき

たが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあって、取組は遅れ

ており、それだけ地域の農業者が、公的な年金である農業者年金のことを
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知る機会を損ない、そのメリットを享受する機会を損なっていることを認

識する必要がある。 

③ このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による遅れを取

り戻しつつ、若い新規加入者及び女性の新規加入者の確保を重点として、

着実に、加入者累計 15 万人を早期に達成できるよう、新規加入者の目標

を設定し、当該目標の達成を目指す中で、中期目標の着実な達成を図るこ

ととする。 

④ また、新規加入者の目標は、過去の実績から、加入推進活動を強化する

ことによって、実現することが可能な水準として設定する。 

⑤ さらに、農業者の減少・高齢化が進む中で、年々、新規加入者の確保が

難しくなる傾向にあることを踏まえて、年度毎に設定する。 

⑥ ただし、各年度の数値目標については、前年度の目標未達成相当数を加

える等、必要に応じて見直すこととする。 

 

（２）加入推進運動のスローガン 

 中期目標において示された、若い新規加入者及び女性の新規加入者のさら

なる拡大を図るため、若い農業者及び女性農業者への農業者年金制度の周知

徹底を図る旨を明確にした上で、加入者累計 15 万人を早期に達成するため

の取組を強化して、加入推進運動を展開することとして、スローガンを、「若

い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計 15 万人早期達成強化

運動」とする。 

 

（３）新規加入者の目標数 

① 全国段階の目標数 

 （１）の基本的な考え方により、中期目標期間における年度毎の新規加

入者の全国の目標数を、以下のとおりとする。 

【若い新規加入者の目標数（単位：人）】 

令和５年度    ６年度    ７年度     ８年度     ９年度 

1,700      1,600      1,500       1,400       1,300 

【女性の新規加入者の目標数（単位：人）】 

令和５年度     ６年度    ７年度    ８年度     ９年度 

1,000      1,000         900        900         800 

【新規加入者全体（２０歳以上６４歳以下）の目標数（単位：人）】 

令和５年度     ６年度     ７年度     ８年度     ９年度 

3,000      2,900      2,700       2,600       2,500 
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②  都道府県段階の目標数 

ア 北海道については、既に、加入推進が大きく進展し、加入率が約５割

に達しており、他の都府県と比べ、加入推進活動の効果の発現が難しい

状況にあることに鑑み、新規加入者数の近年の傾向（直近５カ年（平成

29 年度～令和 3年度）の平均減少率）による年度毎の見込み値を基本と

して目標を設定する。 

【若い新規加入者の目標数（単位：人）】 

令和５年度    ６年度    ７年度     ８年度     ９年度 

２９６人  ２７０人  ２４６人  ２２５人  ２０５人 

【女性の新規加入者の目標数（単位：人）】 

令和５年度    ６年度    ７年度     ８年度     ９年度 

１８０人  １８０人  １４３人  １４３人  １１３人 

【新規加入者全体（２０歳以上６４歳以下）の目標数（単位：人）】 

令和５年度    ６年度     ７年度     ８年度     ９年度 

４２８人  ３８５人  ３４６人  ３１１人  ２８０人 

 

イ 都府県については、年度毎に、全国目標からアの北海道の値を減じた

値を、加入対象者数（＝基幹的農業従事者数－被保険者数）の都府県別

ウエイトで按分した値を目標として設定する。 

 

③  市町村段階の目標 

ア 市町村段階（市町村及び JA）の目標については、各都道府県段階の業

務受託機関において、②による当該都道府県の目標を、加入対象者数の

当該都道府県に占める各市町村又は JA の割合を勘案して配分すること

を基本とし、当該数値、又は当該数値を上回る数値とする。 

 

イ 数値が１未満となる市町村又は JA（数値がゼロの市町村又は JA は除

く。）については、それぞれ１名以上の新規加入者を目標数として設定

する。なお、市町村及び JA は、相互に数値目標の整合性を図ることと

する。 
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第５期中期目標期間における都道府県段階の業務受託機関への目標配分（全体）

１．北海道（過去の実績の推移に応じて算出）

前期３カ年 後期２カ年 R5 R6 R7 R8 R9

1 北海道 681 642 428 385 346 311 280

２．都府県（目標値から北海道枠を控除し、都府県別のターゲット対象者数でウエイト付け）

前期３カ年 後期２カ年 R5 R6 R7 R8 R9

2 青　森 167 176 143 139 130 127 123 0.0552
3 岩　手 96 89 73 72 67 65 63 0.0282
4 宮　城 69 61 51 50 47 46 44 0.0198
5 秋　田 75 70 61 60 56 55 53 0.0237
6 山　形 91 96 79 78 73 71 69 0.0307
7 福　島 100 96 82 80 75 73 71 0.0316
8 茨　城 159 158 128 125 117 114 111 0.0497
9 栃　木 106 108 88 86 81 79 76 0.0341
10 群　馬 81 78 64 62 58 57 55 0.0246
11 埼　玉 96 95 79 77 72 70 68 0.0303
12 千　葉 152 155 126 123 115 112 109 0.0488
13 東　京 33 36 30 29 27 26 26 0.0114
14 神奈川 52 57 46 45 42 41 39 0.0175
15 新　潟 85 82 67 66 62 60 58 0.0259
16 富　山 11 12 11 11 10 10 10 0.0042
17 石　川 14 16 13 13 12 12 11 0.0049
18 福　井 11 10 9 9 8 8 8 0.0034
19 山　梨 41 47 38 37 35 34 33 0.0147
20 長　野 109 117 96 94 88 86 83 0.0372
21 岐　阜 33 34 28 28 26 25 25 0.0108
22 静　岡 103 96 80 78 73 71 69 0.0308
23 愛　知 137 140 115 112 105 102 99 0.0444
24 三　重 29 31 25 25 23 22 22 0.0096
25 滋　賀 16 20 16 15 14 14 14 0.0059
26 京　都 27 31 25 25 23 22 22 0.0096
27 大　阪 20 20 17 17 16 15 15 0.0064
28 兵　庫 50 59 48 47 44 43 42 0.0186
29 奈　良 20 21 18 17 16 16 15 0.0067
30 和歌山 87 94 76 74 69 68 66 0.0293
31 鳥　取 27 26 21 21 19 19 18 0.0081
32 島　根 17 16 13 13 12 12 12 0.0050
33 岡　山 37 43 35 34 32 31 30 0.0133
34 広　島 28 32 27 27 25 25 24 0.0105
35 山　口 18 17 14 14 13 13 12 0.0053
36 徳　島 48 46 38 37 34 33 32 0.0144
37 香　川 25 26 21 21 20 19 19 0.0082
38 愛　媛 56 62 50 49 46 44 43 0.0191
39 高　知 65 69 56 55 51 50 49 0.0217
40 福　岡 110 118 99 96 90 88 85 0.0381
41 佐　賀 54 54 44 43 40 39 38 0.0169
42 長　崎 73 72 59 58 54 53 51 0.0229
43 熊　本 176 178 145 142 133 129 125 0.0562
44 大　分 42 38 31 30 28 27 27 0.0117
45 宮　崎 104 100 81 79 74 72 70 0.0313
46 鹿児島 118 110 90 88 83 80 78 0.0349
47 沖　縄 50 46 38 37 35 34 33 0.0145

3,118 3,158 2,594 2,538 2,373 2,312 2,245 －
3,800 3,800 3,022 2,923 2,719 2,623 2,525 －
3,800 3,800 3,000 2,900 2,700 2,600 2,500 －

※　都府県ごとの目標値は、小数点以下を切り上げている。

都道府県
第５期中期目標期間の目標

都道府県

第４期中期目標

第４期中期目標

（全国目標）
合計

＜参考：ウエイト＞
（加入対象者数の割合）

都府県計

第５期中期目標期間の目標
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第５期中期目標期間における都道府県段階の業務受託機関への目標配分（若い農業者）

１．北海道（過去の実績の推移に応じて算出）

前期３カ年 後期２カ年 R5 R6 R7 R8 R9

1 北海道 480 446 296 270 246 225 205

２．都府県（目標値から北海道枠を控除し、都府県別のターゲット対象者数でウエイト付け）

前期３カ年 後期２カ年 R5 R6 R7 R8 R9

2 青　森 122 112 80 76 71 67 62 0.0565
3 岩　手 64 53 39 37 35 32 30 0.0272
4 宮　城 50 40 30 29 27 26 24 0.0213
5 秋　田 52 45 35 33 31 29 27 0.0243
6 山　形 69 64 47 44 42 39 37 0.0331
7 福　島 63 52 39 37 35 33 31 0.0275
8 茨　城 133 109 78 74 70 66 61 0.0555
9 栃　木 85 71 52 49 46 44 41 0.0367
10 群　馬 68 52 38 36 34 32 30 0.0268
11 埼　玉 76 53 40 38 35 33 31 0.0279
12 千　葉 120 97 70 67 63 59 55 0.0497
13 東　京 25 22 16 15 14 13 12 0.0107
14 神奈川 43 37 25 24 23 21 20 0.0176
15 新　潟 62 50 37 35 33 31 29 0.0258
16 富　山 9 7 6 6 6 5 5 0.0040
17 石　川 9 9 7 7 6 6 6 0.0046
18 福　井 7 6 5 4 4 4 4 0.0029
19 山　梨 23 24 17 16 15 14 14 0.0119
20 長　野 80 72 52 49 47 44 41 0.0368
21 岐　阜 25 22 16 15 14 13 12 0.0109
22 静　岡 66 52 39 37 35 32 30 0.0272
23 愛　知 106 84 60 57 54 50 47 0.0423
24 三　重 21 18 13 12 12 11 10 0.0088
25 滋　賀 13 13 9 9 8 8 7 0.0060
26 京　都 21 18 13 13 12 11 11 0.0092
27 大　阪 14 11 8 8 8 7 7 0.0056
28 兵　庫 34 32 23 22 20 19 18 0.0159
29 奈　良 15 13 10 9 9 8 8 0.0066
30 和歌山 61 49 35 33 31 29 27 0.0243
31 鳥　取 19 16 12 12 11 10 10 0.0083
32 島　根 12 10 7 7 7 6 6 0.0050
33 岡　山 25 25 18 17 16 15 14 0.0127
34 広　島 21 19 15 14 14 13 12 0.0104
35 山　口 10 9 7 7 6 6 6 0.0047
36 徳　島 38 27 20 19 18 17 16 0.0137
37 香　川 18 15 11 10 10 9 9 0.0075
38 愛　媛 37 36 26 24 23 22 20 0.0179
39 高　知 54 46 33 31 29 28 26 0.0231
40 福　岡 86 76 58 55 51 48 45 0.0406
41 佐　賀 41 36 26 25 23 22 20 0.0182
42 長　崎 56 50 37 35 33 31 29 0.0261
43 熊　本 147 125 89 85 80 75 70 0.0633
44 大　分 29 24 17 17 16 15 14 0.0121
45 宮　崎 82 66 48 45 43 40 37 0.0335
46 鹿児島 78 62 46 43 41 38 36 0.0322
47 沖　縄 31 25 19 18 17 16 15 0.0128

2,320 1,954 1,428 1,355 1,278 1,197 1,122 －
2,800 2,400 1,724 1,625 1,524 1,422 1,327 －
2,800 2,400 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 －

※　都府県ごとの目標値は、小数点以下を切り上げている。
（全国目標）

＜参考：ウエイト＞
（加入対象者数の割合）

都府県計
合計

都道府県
第５期中期目標期間の目標

都道府県
第５期中期目標期間の目標

第４期中期目標

第４期中期目標
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第５期中期目標期間における都道府県段階の業務受託機関への目標配分（女性農業者）

１．北海道（過去の実績の推移に応じて算出）

前期３カ年 後期２カ年 R5 R6 R7 R8 R9

1 北海道 300 291 180 180 143 143 113

２．都府県（目標値から北海道枠を控除し、都府県別のターゲット対象者数でウエイト付け）

前期３カ年 後期２カ年 R5 R6 R7 R8 R9

2 青　森 56 41 48 48 44 44 40 0.0574
3 岩　手 34 21 25 25 23 23 21 0.0294
4 宮　城 24 13 16 16 15 15 14 0.0193
5 秋　田 22 13 17 17 15 15 14 0.0196
6 山　形 27 20 23 23 21 21 19 0.0275
7 福　島 34 21 25 25 23 23 21 0.0303
8 茨　城 51 36 40 40 37 37 34 0.0486
9 栃　木 35 24 28 28 26 26 24 0.0341
10 群　馬 25 18 21 21 19 19 18 0.0249
11 埼　玉 28 20 24 24 22 22 20 0.0286
12 千　葉 48 34 40 40 37 37 34 0.0487
13 東　京 8 6 8 8 7 7 7 0.0091
14 神奈川 14 11 14 14 13 13 11 0.0159
15 新　潟 23 14 17 17 16 16 14 0.0202
16 富　山 3 2 3 3 3 3 3 0.0036
17 石　川 4 3 4 4 4 4 3 0.0042
18 福　井 3 2 3 3 3 3 2 0.0027
19 山　梨 14 11 13 13 12 12 11 0.0153
20 長　野 40 30 36 36 33 33 30 0.0430
21 岐　阜 12 8 10 10 9 9 9 0.0117
22 静　岡 34 22 27 27 25 25 23 0.0321
23 愛　知 48 36 42 42 39 39 35 0.0505
24 三　重 9 6 8 8 7 7 7 0.0088
25 滋　賀 4 4 5 5 4 4 4 0.0050
26 京　都 7 6 8 8 7 7 6 0.0087
27 大　阪 6 4 5 5 5 5 5 0.0060
28 兵　庫 16 12 15 15 14 14 12 0.0174
29 奈　良 6 5 6 6 5 5 5 0.0064
30 和歌山 30 24 27 27 25 25 23 0.0328
31 鳥　取 8 5 6 6 6 6 5 0.0067
32 島　根 5 3 4 4 4 4 4 0.0044
33 岡　山 11 9 11 11 10 10 9 0.0123
34 広　島 9 7 8 8 8 8 7 0.0097
35 山　口 7 4 5 5 5 5 4 0.0056
36 徳　島 16 11 14 14 13 13 11 0.0159
37 香　川 8 6 7 7 7 7 6 0.0082
38 愛　媛 17 13 15 15 14 14 12 0.0174
39 高　知 19 15 18 18 16 16 15 0.0208
40 福　岡 35 28 33 33 31 31 28 0.0401
41 佐　賀 20 14 16 16 15 15 14 0.0189
42 長　崎 25 18 21 21 19 19 18 0.0250
43 熊　本 57 44 51 51 47 47 42 0.0611
44 大　分 13 8 10 10 9 9 8 0.0115
45 宮　崎 36 25 29 29 27 27 25 0.0349
46 鹿児島 37 25 30 30 28 28 25 0.0357
47 沖　縄 10 7 9 9 8 8 7 0.0098

998 709 845 845 780 780 709 －
1,300 1,000 1,025 1,025 923 923 822 －
1,300 1,000 1,000 1,000 900 900 800 －

※　都府県ごとの目標値は、小数点以下を切り上げている。
（全国目標）

＜参考：ウエイト＞
（加入対象者数の割合）

都府県計
合計

都道府県
第５期中期目標期間の目標

都道府県
第５期中期目標期間の目標

第４期中期目標

第４期中期目標
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令和５年度における農業者年金加入推進の取組方針 

（令和５年４月３日付 ５独農年企第２号） 
 
Ⅰ 基本的な方針 

１ 加入推進をめぐる状況と課題 

（１）前中期目標期間における実績と課題 

平成 30 年度～令和４年度を対象期間とする第４期中期目標（平成 30 年 3

月１日 厚生労働省・農林水産省）（以下「前中期目標」という。）におい

ては、20 歳以上 39 歳以下の基幹的農業従事者数に対する被保険者数の割合

を 25％に、女性の基幹的農業従事者数に対する女性の被保険者数の割合を

17％に、それぞれ拡大することとされた。 

これを踏まえ、加入推進活動においては、スローガン「加入者累計 13 万

人早期達成３カ年運動」の下、毎年度の新規加入者数の目標（全体 3,800 人、

うち若い農業者 2,800 人、女性 1,300 人）の達成を目指し、また、加入者累

計 13 万人を達成した令和３年度の後半以降は、スローガン「加入者累計 15

万人早期達成に向けた加入推進強化運動」の下、毎年度の新規加入者数の目

標（全体 3,800 人、うち若い農業者 2,400 人、女性 1,000 人）を目指して取

り組んできた。 

しかしながら、初年度の平成 30 年度、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響を受けた令和元年度以降と、前中期目標期間中、終始、新規加入

者数は目標を下回り、かつ、減少傾向が続いた。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響など、厳しい状況下

であっても、着実に新規加入者の確保を図り、目標を達成している市町村・

JA 地域が存在するのも事実である。こうした地域においては、加入推進部

長等がリーダーシップを発揮して、加入推進名簿を更新・活用して戸別訪問

を行うなど基本的な対応が計画的かつ着実に取り組まれていることや、関係

機関・団体等の連携強化や SNS 等を活用した広報活動など様々な工夫した取

組が推進されていることを再認識し、このような取組の着実な実施、拡大を

促進することが重要である。 

 

（２）中期目標期間における加入推進のさらなる課題 

①中期目標の着実な達成 

令和５年度～９年度を対象期間とする第５期中期目標（令和５年３月３日 

厚生労働省・農林水産省）（以下「中期目標」という。）においては、若い

農業者及び女性農業者に重点を置いた制度の普及推進を図り、その加入の拡

大を目指すこととされ、対象期間の終了時までに、若い新規加入者（20 歳

以上 39 歳以下の新規加入者をいう。以下同じ。）を 5,500 人以上、女性の

新規加入者を 3,400 人以上、それぞれ確保するという数値目標が示されてい

る。また、その達成のために、加入推進の取組方針を定め、都道府県毎に新
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規加入者数に関する目標を設定し、当該目標の達成を目指して加入推進活動

を行うことや、新規就農者や女性農業者をはじめ、農業者を支援する農業内

外の関係機関・団体等との連携強化を図ること等が求められている。 

 

②加入者累計 15 万人の早期達成に向けた加入推進の強化 

一方、（１）のとおり、これまで、加入推進運動においては、スローガン

として「加入者累計 15 万人早期達成に向けた加入推進強化運動」を掲げて

取り組んできたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響もあって、

取組は遅れており、それだけ地域の農業者が、公的な年金である農業者年金

のことを知る機会を損ない、そのメリットを享受する機会を損なっているこ

とを認識する必要がある。一人でも多くの農業者が少しでも早く、農業者年

金を知り、有効に活用できるよう、より一層取組を強化する必要がある。 

このため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による遅れを取り

戻しつつ、若い新規加入者及び女性の新規加入者の確保を重点として、加入

者累計 15 万人を着実に早期に達成できるよう、新規加入者数の目標を設定

し、当該目標の達成を目指す中で、中期目標の着実な達成を図ることが必要

である。 

 

２ 加入推進運動のスローガンと年度毎の数値目標 

（１）加入推進運動のスローガン 

中期目標において示された、若い新規加入者数及び女性の新規加入者数の

さらなる拡大を図るため、若い農業者及び女性農業者への農業者年金制度の

周知徹底を図る旨を明確にした上で、加入者累計 15 万人を早期に達成する

ための取組を強化し、加入推進運動を展開することとして、以下のとおりと

する。 

 

【スローガン】 

若い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計 15 万人早期達成強

化運動 

 

（２）新規加入者の目標数 

 

【全国の目標数】 

新規加入者数の年度毎の目標については、「第５期中期目標期間における

新規加入者の目標の設定について」（令和５年４月３日 ５独農年企第１号 

独立行政法人農業者年金基金理事長通知）に基づき、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大の影響による遅れを取り戻しつつ、加入者累計 15 万人を着実

に早期に達成できるよう、また、実現可能性や農業者の減少・高齢化の状況

を踏まえて、以下のとおりとする。 

ただし、各年度の数値目標については、前年度の目標未達成相当数を加え
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る等、必要に応じて見直すこととする。 

 

○若い新規加入者の目標数（単位：人） 

   令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

       1,700   1,600   1,500   1,400   1,300  

○女性の新規加入者の目標数（単位：人） 

   令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

     1,000    1,000    900     900     800 

○新規加入者全体（20 歳以上 64 歳以下）の目標数（単位：人） 

   令和５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

     3,000    2,900   2,700   2,600   2,500  

 

【都道府県段階の目標数】 

① 北海道については、既に加入推進が大きく進展し、加入率が約５割に達

しており、他の都府県と比べ加入推進の効果の発現が難しい状況にあるこ

とに鑑み、新規加入者数の近年の傾向（直近５カ年（平成 29 年度～令和３

年度）の平均減少率）による年度毎の見込み値を目標数として設定する。 

 

② 都府県については、年度毎に、全国目標から①の北海道の値を減じた値

を、加入対象者数（＝基幹的農業従事者数－被保険者数）の都府県別ウエ

イトで按分した値を目標数として設定する。 

 

【市町村段階の目標数】 

市町村段階（市町村及び JA）の目標数については、各都道府県段階の業務

受託機関（都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会をさす。）に

おいて、各都道府県段階の目標を、独立行政法人農業者年金基金（以下「基

金」という。）が提供する各市町村別の目標設定参考データを勘案して配分

することを基本とし、当該数値、又は当該数値を上回る数値とする。 

また、算出される数値が１未満となる市町村又は JA（数値がゼロの市町村

又は JA は除く。）については、それぞれ１名以上の新規加入者を目標数とし

て設定する。なお、市町村及び JA は、相互に数値目標の整合性を図ることと

する。 

 

３ 目標達成に向けた基本的な取組の方針 

（１）若い農業者及び女性農業者の加入の拡大に向けた働きかけ 

若い農業者及び女性農業者の加入の拡大を図る観点から、以下のとおり、

加入推進の重点対象に対して、農業者年金のメリット等の周知活動を強化

し、加入の働きかけを実施する。 
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【加入推進の重点対象】 

① 中高年の経営主の加入への働きかけや既加入者等をきっかけとした、配

偶者や後継者、その他周囲の若い農業者や女性農業者への働きかけ 

② 農業関係団体等と連携した新規就農者をはじめとした若い農業者が集う

会合等における、又は税理士会や商工会等農業外の関係団体等との連携に

よる周知活動をきっかけとした若い農業者への働きかけ 

③ 女性農業者関係団体等と連携した女性農業者が集う会合等における、又

は税理士会や商工会等農業外の関係団体等との連携による周知活動をきっ

かけとした女性農業者への働きかけ 

④ 政策支援の要件を満たす者への政策支援加入や保険料２万円未満加入者

の政策支援加入への働きかけ 

 

【農業者年金のメリット】 

○農業者であれば広く加入できる公的な年金であること 

○積立方式・確定拠出型で少子高齢化時代に強いこと 

○保険料の額（２万円（35 歳未満で政策支援加入の対象とならない者は１万

円）～６万７千円）は自由に決められ、いつでも見直せること 

○終身年金で、80 歳前に亡くなられた場合には死亡一時金があること 

○全額社会保険料控除など、税制上の優遇措置が大きいこと 

○一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があること 

 

（２）加入推進を担う者の意識・知識の向上 

農業者年金は、広く農業者なら加入でき、農業者の老後を支える重要な公

的な年金であるにもかかわらず、いまだに農業者年金のことを知らないとい

う農業者の割合が多いという現実があり、それが新規加入者数の伸び悩みや

加入率の地域差にも結果として出ていると考えられる。 

地域の農業者が、公的な年金である農業者年金のことを知り、理解する機

会を得て、加入する権利を有効に活かせるかは、農業委員会関係者、JA 関

係者をはじめとする農業者年金の加入推進を担う者（Ⅱの１の（１）参照）

の対応にかかっている。加入推進を担う者は、こうした意識を強く持って、

加入推進特別研修会をはじめとする各種研修会に着実に参加して、知識の向

上を図る。 

 

（３）業務受託機関内・間及び農業内外の関係機関・団体等との連携強化 

農業・農業者の多様化に伴い、既存の農業者年金担当部署のみでは、新規

就農者をはじめ全ての対象となる農業者を把握することが困難となってい

る。 

このため、全国段階・都道府県段階・市町村段階の各段階における農業委

員会組織と JA 系統組織においては、それぞれの各組織内における各関係部

署間の連携や、農業委員会組織と JA 系統組織の連携のより一層の強化を図
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って取組を推進する。 

また、農業内外の関係機関・団体等（別添１参照）との連携強化を図り、

新規就農者や女性農業者等が参集する研修会や各種イベント等において、制

度の PR を行う機会を増やす。 

 

（４）加入推進の計画的かつ着実な実施に向けた基本的な対応の徹底 

市町村段階の業務受託機関（市町村農業委員会及び農業協同組合（JA）を

さす。）は、Ⅱの取組は加入推進における基本的な対応との認識の下、その

着実な実行に努める。 

都道府県段階の業務受託機関は、Ⅲの取組により自ら加入推進を行うとと

もに、市町村段階においてⅡの取組が着実に実行されるよう対応を徹底す

る。 

全国段階の業務受託機関（全国農業会議所及び全国農業協同組合中央会を

さす。）は、Ⅳによりそれぞれの組織における加入推進活動に対する支援・

協力、広報の企画・実施等を図る。 

基金は、Ⅴにより、業務受託機関に対する各種研修・会議や広報資材の提

供、支援・協力、主務省等関係機関への協力要請等を行い、各業務受託機関

の加入推進活動を推進する。 

 

（５）特別対策地域の指定と対応 

若い農業者又は女性農業者の新規加入者数の実績が、近年平均的に目標に

対して低位であり、かつ、加入対象者の残数が多い市町村・JA 地域等の中

から、都道府県段階の業務受託機関とも調整の上、数カ所を特別対策地域に

指定し、基金、全国農業会議所、JA 全中、当該都道府県段階及び市町村段

階の業務受託機関と連携して、中期目標期間中に、若い農業者及び女性農業

者をはじめとした新規加入者の拡大が図られるよう、特別対策を実施する

（Ⅵ参照）。 

 

 

Ⅱ 市町村段階における取組 

１ 加入推進を担う者の意識・知識の向上 

（１）業務受託機関をはじめとした加入推進を担う以下の者（以下「加入推進を

担う者」という。）は、地域の農業者が農業者年金について理解する機会を

得て、加入する権利を有効に活かせるかは、当該加入推進を担う者の対応に

かかっていることを強く認識し、農業者年金に係る知識の向上を図ることが

重要である。 

 

【加入推進を担う者】 

加入推進部長、農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員、

JA 役員、JA 組合員組織の担当者、以上の OB、年金協議会役員、都道府県の普
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及指導センターや農業大学校の OB、その他行政機関の OB 等 

 

（２）このため、加入推進を担う者は、都道府県段階の業務受託機関等が開催す

る加入推進特別研修会をはじめとする各種研修会に積極的に参加する。また、

市町村段階での研修会も開催して、加入推進を担う者が一人でも多く意識・

知識の向上を図る機会が確保できるよう対応する。 

なお、役員改選時期、農繁期、加入推進強化月間等の時期を考慮して、各

種研修会等は、年度の早い時期に（農業委員の改選がある場合は、改選後速

やかに）、又は農業委員会総会等の機会を活用して開催する等効果的なタイ

ミングで開催するようにする。 

 

２ 加入推進部長の設置と対応 

（１）市町村段階の業務受託機関は、都道府県段階の業務受託機関からの加入推

進部長の推薦依頼に応じて、「加入推進部長推薦・活動計画書」（様式１号）

を年度当初に作成・提出する。 

 

（２）加入推進部長は、加入推進を担う者の中から、農業者年金の制度を理解し、

制度の普及と加入推進に意欲を持つ者で、以下の役割と活動を担う適正な者

を、行政部局等が有する情報も参考にして選定（ただし、単に農業委員会や

JA の役員等肩書きだけでは選定しない。）し、当該者に、以下の加入推進部

長の役割等を説明し、了解を得た上で推薦する。 

 

【加入推進部長の役割と活動】 

① 加入推進活動のリーダーとして、「加入推進部長推薦・加入推進活動計

画」（様式１号）の策定と「加入推進対策会議」において中心的な役割を

果たす。 

② 加入推進班のメンバーである地域の農業委員や農地利用最適化推進委員

等との情報交換、加入推進活動の働きかけ・サポートを行う。 

③ 加入推進部長自らも、新規就農者をはじめとする若い農業者や女性農業

者、認定農業者等が参加する各種会議等での制度の説明、戸別訪問への同

行等の活動を積極的に行う。 

 

（３）都道府県段階の業務受託機関により設置が認められた加入推進部長は、活

動終了時に、「加入推進部長の活動実績報告書兼活動記録簿」（様式２号）

を作成し、都道府県段階の業務受託機関の提出期限までに提出する。 

 

 

３ 加入推進活動（計画・実施状況＜実績＞）管理表の策定 

（１）農業委員会と JA の両業務受託機関は、相互に連携して、加入推進体制や

加入推進名簿の整備、加入推進強化月間の設定、戸別訪問の実施等、加入推
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進に係る計画について検討した上で、それぞれ「加入推進活動（計画・実施

状況＜実績＞）管理表ワークシート」（農業者年金業務委託手数料交付要綱

の様式例第７号）に記入し、「加入推進活動（計画・実施状況＜実績＞）管

理表」（農業者年金業務委託手数料交付要綱の様式例第２号、以下「管理表」

という。）を策定する。 

 

（２）両業務受託機関は、相互に連携して、当該管理表に基づいて、着実に加入

推進活動を実施する。 

 

（３）また、都道府県段階の業務受託機関の求めに応じて、管理表を提出（６月

末日まで及び 11 月末日までの２回）するとともに、当年度の実績を記載して、

提出（翌年度の５月 31 日まで）する。 

 

 

４ 加入推進班等の整備 

加入推進を担う者により地区別の加入推進班を組織し、戸別訪問等を行う

体制を整備する。または、加入推進部長のほか、加入推進を担う者の中で、

地区別担当者等、加入推進活動における役割分担・責任関係を明確にして、

連絡体制を整備するなど、加入推進が着実かつ機動的に実行できる体制を整

備する。 

 

 

５ 業務受託機関内・間及び農業内外の関係機関・団体等との連携 

（１）加入推進班の整備、加入推進対策会議の実施、戸別訪問先の選定等の加入

推進活動は、農業委員会と JA との相互連携の下で実施する。 

 

（２）また、農業・農業者の多様化に伴い、既存の農業者年金担当部署のみでは、

新規就農者をはじめ全ての対象となる農業者を把握することが困難となって

いる。 

このため、農業委員会では市町村の農林水産課等農業部門担当部署との連

携を、JA においては信用・共済と営農部署、さらには各種組合員組織との

連携を強化し、新規就農者や女性農業者が集う機会の情報等を共有し、こう

した機会を有効に活用する。 

 

（３）さらに、農業内外の関係機関・団体等（別添１参照）との連携を図り、新

規就農者や女性農業者等が参集する研修会や各種イベント等において、制度

の PR を行う機会を増やす。 

例えば、若い農業者や女性農業者等をメンバーとする団体や組織等との連

携や農業経営・就農支援センターとの連携、その他農業大学校等で情報提供

するなど将来の就農者も見据えて、関係機関等の連携を図る。 
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また、若い農業者等の中には、飲食店をはじめとする各種商業等と兼業し

ている者もおり、商工会や税務関係者、コンサルタント等農業外の関係機関

・団体等との連携も強化する。 

 

６ 加入推進名簿の整備・更新 

（１）農業委員会及び JA は、それぞれの組織が定めている個人情報に係る規程

を踏まえつつ、それぞれが有する農業者の情報のほか、連携している各組織

内の他部署や関係機関・団体等を通じて得た情報等を活用して、以下のとお

り、加入推進名簿を作成（様式例３）する。 

 

① 農業委員会は、農業委員や農地利用最適化推進委員等からの情報や農業

委員会が有する農地台帳の世帯情報等をベースとしつつ、市町村の関係部

署や農業関係機関等と連携して、住民基本台帳、認定農業者リスト、認定

新規就農者（農業次世代人材投資資金受給者）リスト、「地域計画」の地

域内の農業を担う者リスト、家族経営協定の締結リスト、JA 生産部会や青

年組織等の会合に参加して得た農業者の名前等の情報を把握した上で、対

象者をリストアップして、加入推進名簿を作成する。 

 

② JA は、組合員台帳、生産部会、青年組織名簿等を参照した上で、幅広く

対象者をリストアップして、加入推進名簿を作成する。 

 

（２）加入推進名簿の更新・整備の際には、過去の戸別訪問や働きかけの状況等

について記載した「農業者年金加入推進記録簿」(様式例４)、（以下「記録

簿」（様式例４））という。）の有用な情報や、農業内外の連携した取組に

よる説明会等の機会で得た新規就農者等の新たな情報を記入して、 戸別訪問

を行っていない加入対象者を明確にし、今後の加入推進活動に活用する。 

 

 

７ 戸別訪問先の選定 

農業委員会と JA はⅠの３の（１）の【加入推進の重点対象】を念頭に、こ

れまでの推進状況、加入推進体制など地域の実情も踏まえ、かつ、個人情報

に係る規程を踏まえつつ、加入推進名簿に基づき今年度の戸別訪問対象者を

選定し、連携した戸別訪問の実施のためのリストを作成する。 

 

 

８ 加入推進対策会議の実施 

（１）管理表に基づいた年間の活動日程・体制の確認、加入推進名簿への追加・

更新や戸別訪問対象者の選定、加入推進強化月間の設定等の加入推進活動に

ついて、農業委員会関係者や JA 関係者等の加入推進を担う者で打合せを行う

ための加入推進対策会議を開催する。 
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（２）加入推進対策会議は、四半期毎を目途に開催して、管理表等により、加入

推進活動の進捗状況等の検証を行い、その際、戸別訪問を行っていない加入

対象者がいないか確認、把握し、その対応等についても協議する。 

 

（３）加入推進対策会議における検証や協議の内容について、農業委員会総会や

JA 役員会等で報告し、各組織の幹部を含めて情報共有を図り、若い農業者及

び女性農業者等の加入推進の強化に向け、必要な対応を図る。 

 

 

９ 加入推進活動の展開 

 若い農業者及び女性農業者の加入の拡大等を図る観点から、Ⅰの３の（１）

の【加入推進の重点対象】を念頭に置いて、以下の加入推進活動を展開する。 

 

（１）各種説明会等を活用した制度説明・ＰＲ活動の展開 

① 農業関係機関・団体との連携の下で、認定農業者の会合、家族経営協定

の締結を踏まえた認定農業者の認定や農業次世代人材投資資金の共同申請

等の機会、経営移譲・経営継承に関する説明会、JA の青年組織・女性組織

・生産組織の会合、普及指導の会合、農業大学校関係者の会合、説明会、

授業等、JA グループの各都道府県に設置された担い手サポートセンターが

開催する新規就農講座、４H クラブその他農業者の会合等を活用して、制

度内容の説明やチラシ・パンフレットの配布等により、農業者年金の周知

に努める。 

 

② JA においては、JA 青年組織の役員や部員、JA 女性組織やフレッシュミ

ズの部員に加え、これらの部員等の家族に対する制度の周知と加入に向け

た働きかけを行う。 

 

③ また、農業外の関係機関・団体等との連携の下で、商工会の会合や税務

相談会、年金相談会等の機会を活用して、制度内容の説明やチラシ・パン

フレットの配布等により、農業者年金の周知に努める。 

 

④ なお、これらの会合等に加入推進名簿にリストアップされた者が出席す

る場合は、関係者から事前に関心度合いや戸別訪問の状況等の情報の入手

に努めることとする。 

 

（２）広報ＰＲ活動の展開 

各種会合・研修会等でのチラシ・パンフレットの配布のほか、市町村の広

報誌・農業委員会だより・JA の組合員広報誌への記事等の掲載、JA 窓口等

でのパンフレットの配布やポスターの掲示、市町村国民年金窓口での農業者
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年金のチラシの配布等、各種の広報媒体を活用した幅広い広報ＰＲ活動を展

開する。 

 

（３）加入推進強化月間及びその他の時期の取組 

加入推進強化月間については、期限が 11 月 15 日となっている保険料前納

納付申出の機会に社会保険料控除を活用したい農業者に対しても、農業者年

金のメリットが十分伝わるよう、10 月から 11 月の期間を含む期間に設定す

ることを推奨する。 

また、加入推進月間は、年末年始以降等の加入推進活動が活発化する時期

に向けて弾みを付けるためのものと位置づけて、決して、加入推進活動が加

入推進強化月間だけにとどまらないように十分注意し、加入推進を担う者等

関係者に周知する。 

 

（４）戸別訪問の実施 

① ７により選定した戸別訪問先等に対して、４で整備した加入推進班等は、

チラシ・パンフレット等のＰＲ資材を持参して、丁寧に説明するとともに、

年金額試算シミュレーション(基金のホームページに掲載)を活用して具体

的な年金試算額を提示する等、加入対象者の立場に配慮して対応する。 

 

② 戸別訪問のメンバーについては、戸別訪問先の家族構成や経営状況を踏

まえて、訪問先となじみの深い加入推進を担う者等関係者を同行させる。

また、訪問先に対する専門的観点からのアドバイスが必要な場合には、社

会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、税理士等の専門家への協力

を求める等、柔軟かつ効果的に対応するよう配慮する。 

 

③ 後継者や配偶者等が加入対象者である場合は、親などの経営主の同席を

求める等、加入対象者に強く影響する家族からの理解が得られるよう、丁

寧かつわかりやすい説明に努め、特に、若い農業者に対しては、政策支援

（国庫補助）のほか、令和４年１月より、若い農業者における下限保険料

が引き下げられる等の制度改正が行われたことを説明する。 

 

④ 一方、加入対象者が経営主の場合は、その配偶者や後継者、その他周囲

の若い農業者や女性農業者の存在を確認の上、併せて、チラシ・パンフレ

ット等の PR 資材を配布・説明する等、経営主等をきっかけとした加入対象

者の拡大に努める。 

 

（５）戸別訪問後のフォローアップ 

戸別訪問を実施した後は、加入の有無にかかわらず、戸別訪問時の状況を、

記録簿（様式例４)に整理する。その際、個人情報の取扱に注意しつつ、農

業委員と事務局間の情報共有、可能な範囲での農業委員会と JA 間の状況の
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共有等を図り、戸別訪問対象者に加入の意思がある場合、農業委員会と JA

が連携し、スムーズな加入手続を行う等のフォローアップを行う。 

また、記録簿（様式例４）の記載内容を基に加入推進名簿(様式例３)の「加

入推進状況等」の欄にも適宜必要な内容を記入し、次期の戸別訪問対象者選

定時の参考情報とする等、今後の加入推進に活用する。 

 

 

Ⅲ 都道府県段階の業務受託機関の取組 

１ 加入推進活動計画の策定等 

（１）都道府県農業会議と JA 中央会等の両業務受託機関は、若い農業者及び女

性農業者等の加入の拡大を図る観点から、相互に連携を図りつつ、年度当初

に基金から提供される市町村別の目標設定参考データを参考に、各市町村の

新規加入者目標数を設定するとともに、加入推進月間や担当者会議、研修会、

加入推進活動の点検・フォローアップ等の加入推進活動についての「加入推

進活動計画（様式例５）」を策定し、６月末を目途に基金に提出する。 

 

（２）両業務受託機関は、相互に連携を図りつつ、同計画の市町村段階の業務受

託機関への周知及びその着実な実施に努める。 

 

（３）加入推進強化月間については、加入推進活動を関係機関が一体となって取

り組む観点から、原則として２期(上期・下期)に分けて設定する。 

 

（４）加入推進の重点活動市町村・JA の設定については、基金から示される「市

町村別加入対象者数一覧表」を踏まえ、加入対象者数が多い市町村・JA を重

点活動対象地区として設定し、効率的かつ効果的に加入推進活動を実施する。 

 

（５）市町村段階の業務受託機関が作成した管理表の点検・フォローアップは、

都道府県段階の業務受託機関の最も重要な取組事項であると認識して、市町

村段階の業務受託機関が作成した管理表を遅くとも６月末までを目途に把握

した上で、当該管理表に基づく取組の進捗状況を定期的に点検する。取組が

遅れている等問題のある業務受託機関については、出向いて加入推進を担う

者に対する助言等を行う巡回指導を実施する。 

 

２ 業務受託機関内・間及び農業内外の関係機関・団体等との連携 

（１）農業・農業者の多様化に伴い、既存の農業者年金担当部署のみでは、新規

就農者をはじめ全ての対象となる農業者を把握することが困難となっている

ため、市町村段階の業務受託機関においては、農業委員会と JA との連携は当

然のことながら、農業委員会では市町村の農林水産課等農業部門担当部署と

の連携を、JA においては信用・共済と営農部署、さらには各種組合員組織と

の連携を強化する等の対応が重要となっている。このため、都道府県農業会
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議や JA 中央会等の都道府県段階の両業務受託機関は、相互の連携強化を図る

とともに、それぞれの傘下組織内・間の連携強化の促進に努める。 

 

（２）また、農業内外の関係機関・団体等（別添１参照）との連携を図り、新規

就農者や女性農業者等が参集する研修会や各種イベント等において、制度の

PR を行う機会を増やす。 

例えば、若い農業者や女性農業者等をメンバーとする団体や組織等との連

携や農業経営・就農支援センター、普及指導センターとの連携、その他農業

大学校等で情報提供するなど将来の就農者も見据えて、関係機関等の連携を

図る。また、若い農業者等の中には、飲食店をはじめとする各種商業等と兼

業している者もおり、商工会や税務関係者、コンサルタント、その他幅広い

農業外の関係機関・団体等との連携も強化する。 

 

３ 加入推進活動の展開 

（１）加入推進特別研修会の開催 

基金と都道府県段階の業務受託機関との共催で開催する加入推進特別研

修会については、これまでの開催結果等を踏まえて、各都道府県・地域の実

情を勘案したものとなるよう、各都道府県段階の業務受託機関が主導して、

基金と協議しつつ、以下のとおり実施する。 

なお、研修会は、現場の要望に応じて、近隣の都道府県との合同開催等も

可能とする。 

 

【開催時期】 

役員改選時期、農繁期、加入推進強化月間時期、過去の加入推進特別研修

会のアンケート結果等を考慮しつつ、極力早めの時期（９月までを目処）に

開催するよう調整し、基金に５月末まで（７月以前に開催を希望する場合は

４月 15 日まで）に開催希望日を報告する。 

 

【研修項目等】 

研修項目は、以下のア～ウは必須とし、これに加えて、エ～キのいずれか

を取り入れて行う。 

  ア 都道府県段階の業務受託機関による、制度説明用ＤＶＤ及び推進用ＤＶ

Ｄ等を活用した農業者年金制度の説明 

  イ 都道府県段階の業務受託機関による当該年度の若い農業者や女性農業者

等の加入推進に向けた加入推進活動計画の発表 

  ウ 基金による、中期目標及びこれを踏まえた加入推進活動の概要、加入推

進事例や加入者・受給者の声の紹介等加入推進を強化する上で有効な補足

的な情報の提供 

  エ 外部専門家（社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、税理士等）

による農業者年金のメリット等の説明 
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  オ 加入推進を担う者等からの事例発表、参加者全員によるグループディス

カッション等の実施（例えば、意欲的な取組を行っている農業者等との意

見交換、戸別訪問のノウハウの共有、疑問点の解消や取組意欲向上のため

の討論会、各市町村段階の業務受託機関ごとの加入推進活動計画の発表と

意見交換等） 

  カ 家族経営協定や認定農業者制度、新規就農対策担当の行政部局からの説

明 

  キ その他 都道府県域独自での加入推進研修の企画 

 

具体的な研修内容については、まずは各開催地の都道府県段階の業務受託機

関において、地域の実情や前年度の研修会参加者に対するアンケート結果等を

踏まえつつ、若い農業者及び女性農業者の加入の拡大を図る観点から検討し、

基金と協議する。その上で、年度当初に外部講師（地元の外部講師の活用も含

む。）や講演内容等について個別に相談しながら研修企画を進めるなど、効果

的な研修となるよう工夫する。 

 

【参集範囲】 

  ア 研修の対象者については、加入推進部長や改選により新たに農業委員に

なった者及び女性農業委員を必ず対象とし、受給者組織役員、認定農業者

組織役員、農業協同組合の生産組織役員・女性組織役員・青年組織役員、

４H クラブ役員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員、農業

協同組合役職員等加入推進活動の実施又は協力が期待できる者を幅広く対

象とすることを検討する。  

  イ 農業協同組合の職員については、農業者年金担当職員だけでなく、 組合

員組織担当職員や営農担当職員、年金に関係する職員（共済担当、ライフ

・アドバイザー等）、地域農業の担い手に出向く職員（TAC）にも地域の実

態に応じて参加を呼びかける。 

  ウ 開催市町村の農政担当部局、普及指導センター、農業大学校、地方農政

局担当部局、政策金融公庫農業担当、４H クラブ事務局、マスコミ（都道

府県の記者クラブ等）、農業経営アドバイザー、税理士会、ファイナンシ

ャルプランナー、社会保険労務士等制度の普及効果が期待できる者にも幅

広く案内する。 

     

なお、この研修会は、農業者年金制度の内容・加入推進の重要性について

理解を深めるためのものであるが、あくまでも加入推進活動につなげること

が前提であることから、その旨をあらかじめ案内文書等で周知し、同意いた

だける者を対象とする。 

また、年度ごとにできるだけ研修参加者が入れ替わるよう留意する。 
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（２）制度説明会等を通じた加入対象者への働きかけ 

① 農業関係機関・団体との連携の下で、認定農業者の会合、新規就農者が

集う機会や接触の機会、経営移譲・経営継承に関する説明会、税務相談会、

年金相談会、簿記講習会等を活用して、制度内容の説明や、チラシ・パン

フレットの配布等により、農業者年金の周知に努める。 

 

② また、JA 青年組織役員や４H クラブ役員、女性農業者組織役員等が集ま

る機会、普及指導員の会合、農業大学校関係者の会合等を活用し、制度の

説明を行い、制度の普及への協力を要請する。特に都道府県域の JA 青年組

織役員については、JA と連携し、制度の説明と加入に向けた働きかけを行

う機会を必ず設けることとする。この場合、これらの活動対象となる農業

者が、加入資格を有しながら未加入であることが判明した際には、市町村

段階の業務受託機関との連携を図りつつ、加入に向けた働きかけを行う。 

 

③ 基金において、全国的な青年リーダー・女性リーダーを広域推進協力員

として委嘱しているのと同様に、都道府県段階の業務受託機関においても、

JA 青年組織役員、女性組織役員、経営担当普及指導員等を都道府県域の推

進協力員に委嘱する等、都道府県域の加入推進への効果的な協力が見込め

る者の活用を図る。 

 

④ なお、収入保険制度は青色申告を行っている農業者を対象としており、

青色申告については、従来から、農業委員会組織、JA グループとも農業者

からの相談に対応してきているところである。都道府県段階の業務受託機

関において、青色申告についての農業者への説明や相談対応の際には、農

業者年金の保険料の全額が社会保険料控除となること、青色申告等の一定

の要件を満たす場合には保険料補助があること等の農業者年金の魅力につ

いても、併せて説明又は情報提供を行う。 

 

⑤ その他、農業外の関係機関・団体等との連携の下で、商工会の会合や税

務相談会、年金相談会、簿記講習会等の機会を活用して、制度内容の説明

やチラシ・パンフレットの配布等により、農業者年金の周知に努める。 

 

（３）各種の広報媒体を活用したＰＲ活動の展開 

若い農業者及び女性農業者の加入の拡大を図る観点から、Ⅰの３の（１）

の【加入推進の重点対象】を念頭に、新聞・雑誌広告やラジオ CM のほか、

SNS の活用等、地域の実情を踏まえて各種媒体を活用して、加入者・受給者

の声の紹介、青年リーダー・女性リーダー等の活用を含めて、都道府県の広

報部局、都道府県の記者クラブ等の連携も図るなど、効果的な広報ＰＲとな

るよう工夫して取り組む。 

また、こうした広報の実施に際しては、実施時期を関係者に前広に案内す
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るとともに、加入推進部長等の研修会等で紹介するなど、その波及効果を最

大限に活用するよう努める。 

 

４ 市町村段階の業務受託機関が行う加入推進活動のフォローアップ 

都道府県段階の業務受託機関は、自らの加入推進活動に加え、市町村段階

の業務受託機関が行う加入推進活動の指導・支援を行うという重要な責務を

担っている。 

このため、１の(５)に記したように、都道府県段階の業務受託機関は、市

町村段階の業務受託機関が作成した管理表について、原則として年度の上半

期（６月末日まで）に把握して点検し、また、下半期（11 月末日まで）にも

管理表を提出させて点検を行う。    

その上で、計画的かつ着実な加入推進活動が展開されるよう、市町村段階

の業務受託機関に出向いて巡回指導を行うとともに、市町村段階の業務受託

機関の求めに応じ、農業者への戸別訪問や各種の会合等の場に参加して必要

な指導・助言を行う等のフォローアップ活動を行う。 

その際、基金は、市町村段階の業務受託機関の業務実績を踏まえた分析資

料等を都道府県段階の業務受託機関に提示し、加入推進活動の進捗状況の管

理に協力する。 

 

５ ブロック代表の都道府県段階の業務受託機関による情報提供・とりまとめ等 

ブロック代表となった都道府県段階の業務受託機関は、加入推進活動が円

滑に実施されるよう、ブロック内の他の都道府県段階の業務受託機関に対す

る情報提供、ブロックとしての対応策のとりまとめを行うとともに、必要に

応じてブロック内業務受託機関の会議を開催する。 

 

Ⅳ 全国段階の業務受託機関の取組 

１ 加入推進活動に対する支援・協力 

全国農業会議所及び全国農業協同組合中央会の全国段階の両業務受託機関

は、それぞれの組織の指導機関として、都道府県段階及び市町村段階の業務

受託機関が実施する加入推進活動に対して、以下の支援・協力を実施する。 

 

（１）都道府県段階等の業務受託機関による加入推進活動が効率的かつ効果的に

実施されるようにするための会議・研修会を開催 

 

（２）若い農業者及び女性農業者等への制度の普及・加入推進に必要な資材の作

成・配布、参考情報の提供、全国（域）で実施することが効果的な広報を企

画・実施 

 

（３）都道府県段階の業務受託機関が実施する加入推進活動に対する支援・協力 
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２ 各組織における連携した取組の促進 

農業・農業者の多様化に伴い、既存の農業者年金担当部署のみでは、新規

就農者をはじめ全ての対象となる農業者を把握することが困難となっている

ため、例えば、農業委員会では市町村の農林水産課等農業部門担当部署との

連携を、JA においては信用・共済と営農部署、さらには各種組合員組織との

連携を強化する等の対応が重要となっている。また、農業内外の関係機関・

団体等（別添１参照）との連携を図り、新規就農者や女性農業者等が参集す

る研修会や各種イベント等において、制度の PR を行う機会を増やすことが重

要となっている。 

このため、都道府県農業会議や JA 中央会等の都道府県段階の両業務受託機

関は、相互の連携強化を図るととともに、それぞれの傘下組織内・間の連携

強化の促進に努めることとしており、全国農業会議所及び全国農業協同組合

中央会の全国段階の両業務受託機関は、それぞれの組織において、こうした

連携強化の動きが促進されるよう対応する。 

また、都道府県域対象の基幹会議において、農業者年金加入推進の要請の

場を設定する。 

 

Ⅴ 基金の取組 

１ 加入推進活動等を効率的・効果的に実施するための会議・研修会の開催 

（１）都道府県段階の業務受託機関を対象とする「農業者年金業務担当者会議」

を年度当初に開催し、本取組方針の周知・徹底、意見交換を行う。 

 

（２）都道府県段階の業務受託機関の担当者を対象とする業務研修会を開催す

る。 

 

（３）全国６ブロックにおいて、都道府県段階の業務受託機関の担当者等が参加

する「ブロック会議」を秋に開催し、上半期における加入推進活動に関する

意見交換、下半期において取り組むべき対策等について協議する。 

 

（４）ブロック代表の都道府県段階の業務受託機関の役職員で構成する「農業者

年金基金業務連絡協議会（委員会・幹事会）」を適宜開催し、次年度に講ず

べき対策その他必要な事項について、意見の交換・集約を行う。 

 

２ 制度普及・加入推進に必要な資材の作成・配布、参考情報の提供 

基金は、業務受託機関が実施する加入推進活動を支援・協力する観点から、

制度の普及や加入推進に必要なパンフレット等の各種資材を作成・配布する

とともに、加入推進に必要な情報等の提供を行う。 

 

３ 業務受託機関からの要請に応じた研修会等への役職員の派遣 

基金は、業務受託機関からの派遣要請に応じ、研修会等へ役職員の派遣を
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行う。 

 

４ 市町村段階の業務受託機関の表彰及び優良事例としての周知 

基金は、制度の普及と加入推進の向上に資するよう、農業者年金事業表彰

実施要領に基づき、加入推進に功績のあった者に対して表彰を行い、感謝の

意を表するとともに、その成果を広く紹介する。 

 

５ 広域推進協力員の設置 

基金は、農村現場での加入推進の環境整備の一環として、全国段階の業務

受託機関等からの推薦により、全国的・広域的に農家に浸透力のある者の中

から広域推進協力員を委嘱する。当該広域推進協力員は、各種の広報媒体を

通じて制度改正を踏まえた制度に関する情報発信を行うとともに、加入推進

活動を広域的に展開する。 

 

６ 業務受託機関が実施する加入推進活動に対する支援・協力等 

基金は、全国段階の業務受託機関、全国農業者年金連絡協議会と連携を図

り、全国段階の業務受託機関と適宜情報交換を行い、必要に応じ、新たに講

じるべき対策等について検討し対応する。 

 

７ 農林水産省、都道府県等への制度の普及定着の協力要請、各種大会での説

明等 

基金は、農林水産省（地方農政局）、都道府県、関係機関に対し、農業内

外の関係機関・団体等との連携強化を促すための対応を含め、制度の普及定

着に向けた協力要請を行うとともに、新規就農の促進、女性農業者の活動を

支援する等の取組を行う組織・団体との連携の強化を図る。 

また、認定農業者や女性農業者の大会、JA の青年組織・女性組織等の大会

・総会・研修会等の場を活用し役員等による制度内容の説明を行う。 

 

８ 農業者年金業務指導等事業の実施 

基金は、加入推進を含む農業者年金業務指導等事業を実施するための経費

を負担し、また、年度当初において、各都道府県へ市町村別の目標設定参考

データを提供し、都道府県段階の業務受託機関が実施する当該農業者年金業

務指導等事業に対する支援・協力を行う。 

 

９ 委託費による事業の効果的な実施 

基金は、業務指導委託費（都道府県段階の業務受託機関）及び業務委託手

数料（市区町村段階の業務受託機関）の配分をより効果的に実施する観点か

ら、必要に応じて見直すこととし、令和５年度においては、以下のとおり対

応する。 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、令和４年度と同様に、不用
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額に応じた委託費の減額措置を見送り（業務指導委託費、業務委託手数料）、

激変緩和を手厚く措置（業務委託手数料）する。 

（２）業務指導委託費の追加配分については、ＳＮＳや動画サイト等を活用した

広報活動や農業内外の関係団体等との連携した取組など、若い農業者や女性

農業者の加入推進を強化した取組に対して、予算の範囲内において、優先的

に行う。 

（３）業務委託手数料において、Ⅵの特別対策地域に指定された市町村・JA 地

域の取組に必要な経費を新たに配分する。 

また、特別対策地域に該当する都道府県段階の業務受託機関においては、

特別対策地域に対する取組について、必要に応じ、追加配分をする。 

 

Ⅵ 特別対策地域の設置・対応 

 

中期目標期間初年度の令和５年度において、以下のように、加入推進が遅

れており、対応を強化すべき市町村・JA 地域等については「特別対策地域の

設定と取組について」（令和５年４月３日 ５独農年企第３号独立行政法人

農業者年金基金理事長通知）に基づき、特別対策地域として指定（別添２）

し、中期目標期間中において計画的かつ集中的に改善が図られるよう対応す

ることとする。 

 

１ 若い農業者又は女性農業者の新規加入実績が近年平均的に目標に対して低

位であり、かつ、加入対象者の残数が多い市町村・JA 地域等の中から、都道

府県段階の業務受託機関と調整の上、数か所を特別対策地域に指定する。 

        

２ 特別対策地域毎に、基金の担当役職員を決めるとともに、全国農業会議所

及び JA 全中の担当者、該当する都道府県段階の業務受託機関の担当者、該当

市町村・JA 地域の担当者を決めて、特別対策地域推進チームを設ける。 

  なお、当該チームの事務局は、原則、都道府県段階の業務受託機関とする。

また、都道府県段階及び市町村段階の業務受託機関のメンバーについては、

原則、各組織の事務局長及び担当部長、加入推進部長、女性農業委員等、加

入推進活動を担う者をリードする責任者を含めることとする。 

 

３ 特別対策地域推進チームは、現地打合せ等を通じて、当該中期目標期間中

に成果が出るよう計画を作成して取組を推進し、毎年度取組結果を検証し、

必要な見直しを図りながら取組を推進する。 

  なお、検証の結果、必要に応じて対象市町村・JA 地域の見直しを行うこと

もあり得る。 

 

４ 毎年度、担当者会議やブロック会議等の場において、特別対策地域に該当

する都道府県段階の業務受託機関から取組状況を報告してもらい意見交換を
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行う。 

 

５ 改善が見られ、他地域の模範となる市町村・JA 地域については、優良事例

として紹介する。 

 

Ⅶ その他 

   この取組方針は、令和５年４月１日から適用する。 
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（別 添 １） 
 

農業内外の関係機関・団体等 
 
 

  （JA 関係） 

・JA の営農指導員・TAC・LA 

・年金協議会 

・青年組織（全国農協青年組織協議会役員等） 

・女性組織（ＪＡ全国女性組織・全国女性フレッシュミズ） 

・（株）日本農業新聞 

・（一社）家の光協会 
 

  （行政関係） 

・「家族経営協定」担当部局 

・普及指導センター 

・都道府県の男女共同参画課 

・新規就農の行政担当者 

・「地域計画」担当窓口 

・市町村の移住担当者 国民年金課所管 

・都道府県の記者クラブ 

・農業経営・就農支援センター 

・都道府県青年会議所・市町村青年会議所（商工会青年部） 

・障害者自立支援協議会（就労支援 B 型事業所） 
 

    （その他） 

・４H クラブ 

・農業大学校 

・全国農業委員会女性協議会役員等 

・税理士 

・社会保険労務士 

・日本 FP 協会（ファイナンシャルプランナー） 

・農業経営アドバイザー（日本政策金融公庫） 

・その他加入推進を図る上で連携を図ることが必要と考えられる

関係機関・団体等 
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５独農年企第 35 号 

令和５年６月 14 日 

 

各一般社団法人都道府県農業会議会長 

公益社団法人神奈川県農業会議会長 

公益社団法人ひょうご農林機構理事長 

各都道府県農業協同組合中央会代表理事会長 

京都府農業協同組合中央会会長理事 

島根県農業協同組合代表理事組合長     様 

山口県農業協同組合代表理事組合長 

香川県農業協同組合代表理事理事長 

高知県農業協同組合代表理事組合長 

沖縄県農業協同組合代表理事理事長 

 

独立行政法人農業者年金基金  

理 事 長  黒 田 夏 樹 

（公 印 省 略） 

 

 

農業者年金制度の普及推進に向けた協力依頼について 

 

 

 農業者年金事業の推進につきましては、日頃から特段のご高配を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

 さて、当基金では第５期中期目標（令和５年度～令和９年度）の達成に向け、「若

い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計 15 万人早期達成強化運動」に取

り組んでいるところでございますが、今般、農林水産省経営局長から、多くの農業者

が農業者年金制度を知り、加入する機会に接することができるよう、関係行政機関の

理解・協力のもと普及推進を図る必要があるとして「農業者年金制度の普及推進に向

けた協力依頼について」（令和５年６月 13 日付け５経営第 729 号農林水産省経営局長

通知）のとおり、各地方農政局等に対して協力依頼の通知が発出されましたのでお知

らせいたします。 

 なお、この旨を貴職より貴管内の各市町村段階業務受託機関に周知いただくととも

に、引き続きご指導方よろしくお願いいたします。 

 

（連絡先） 

独立行政法人農業者年金基金 

 企画調整室 担当：本田、島田、秋葉 

 TEL：03-3502-3942  FAX：03-3592-2660 
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５ 経営 第 729 号 

令和５年６月 13 日 

 

 
独立行政法人農業者年金基金 理事長 殿 

 

 

農林水産省経営局長  

 

 

農業者年金制度の普及推進に向けた協力依頼について 

 

 このことについて、地方農政局等に別添のとおり通知したので、御了知願い

ます。 
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５ 経営 第 729 号  

令和５年６月 13 日  

 

各地方農政局長 

内閣府沖縄総合事務局長  殿 

北海道知事 

（農林水産省）経営局長 

 

農業者年金制度の普及推進に向けた協力依頼について 

 

 農業者年金制度（以下「本制度」という。）については、農業者の老後保障に加え、農業

者の確保という政策目的の実現に向け、従来、独立行政法人農業者年金基金（以下「基金」

という。）において加入推進に取り組んできたところであるが、今般、別添のとおり、 

① 新たに農業者年金に加入した者のうち 20 歳以上 39 歳以下の者を 5,500 人以上確保 

② 女性の新規加入者を 3,400 人以上確保 

を指標とする新たな「独立行政法人農業者年金基金中期目標」（以下「中期目標」という。）

を定め、本制度の一層の普及推進を図ることとしたところである。 

 これを受け、基金は、「若い農業者及び女性農業者等への周知徹底、加入者累計 15 万人

早期達成強化運動」をスローガンとして、若い新規加入者、女性の新規加入者及び新規加

入者全体について、中期目標の指標を着実に達成するための目標を定めるとともに、各都

道府県段階の目標を設定したところである。 

また、加入推進に向けた運動として、全国段階・都道府県段階・市町村段階の各段階に

おける農業委員会組織とＪＡ系統組織の組織内外の連携の強化を図り、取組を推進すると

ともに、農業内外の関係機関・団体等との連携強化を図り、本制度のＰＲを行う機会を増

やすこととしたところである。 

 本制度は、保険料の全額が所得控除の対象となる措置（社会保険料控除）や基金による

保険料の運用益が非課税となる措置など、優遇措置が講じられていることに加え、その政

策目的に鑑み、他の年金制度にはない国庫補助による保険料負担の軽減措置も講じられて

おり、農業者が大きなメリットを享受し得る制度となっている。 

多くの農業者が本制度を知り、加入する機会に接することができるように、関係行政機

関の理解・協力のもと本制度の普及推進を図る必要がある。 

 このため、地方農政局等、都道府県及び市町村におかれては、各種関連施策の推進と併

せた本制度の普及推進について、下記により協力をお願いする。 

なお、貴局管内各都道府県に対しては、貴職から通知するようお願いする。 
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記 

 

１ 各種会議等を通じた普及推進 

  地方農政局等、都道府県及び市町村が主催する担い手の育成・確保に関する各種会議

等を活用し、幅広く本制度を普及推進すること。特に、中期目標には、若い農業者及び

女性農業者の加入推進目標が設定されていることから、新規就農者対策及び女性農業者

対策担当部局とも連携の上、取り組むこと。 

  例：認定農業者、新規就農者、女性農業者等を対象とした各種説明会、研修会・就

農相談会、農業者大学校における情報提供 等 

 

２ 農業内外の関係機関・団体等との連携強化 

地方農政局等、都道府県及び市町村は、農業内外の関係機関・団体等との連携強化を図

ること。 

（１）基金の業務受託機関である都道府県農業委員会ネットワーク機構、都道府県農業

協同組合中央会、農業委員会及び農業協同組合が、それぞれの組織内における各関

係部署間の連携の強化や、それぞれの組織間における連携の強化を図り、本制度の

普及推進に取り組むよう働きかけること。 

  例：業務受託機関への各種会議等開催予定の情報提供、当該機関への各種会議等

での説明機会の提供 等 

 

（２）各都道府県に整備された農業経営・就農支援センターと都道府県段階及び市町村

段階の業務受託機関との連携を図り、当該センターが個別相談対応や農業経営の改

善等に係る支援を行った農業者の情報共有や、窓口での本制度の周知が行われるよ

う働きかけること。 

  例：農業経営・就農支援センターに個別相談に訪れた新規就農希望者や農業者の

情報の共有、相談時の制度説明やＰＲ資料の配付 等 

 

（３）市町村の移住担当や国民年金担当、商工会、社会保険労務士やファイナンシャルプ

ランナー、税理士等、農業者に対する支援を行う農業内外の関係機関・団体等との連

携を図り、これらの者が参集する研修会や各種イベント等において、本制度のＰＲ

を行う機会を増やすよう働きかけること。 

   例：市町村の移住相談窓口での制度説明やＰＲ資料の配付、商工会への制度説明、

税理士や社会保険労務士等の団体への制度説明 等 

 

３ ＰＲ資料の提供、説明者の派遣 

本制度の周知等に必要なＰＲ資料（別添パンフレット等）の提供、説明者の派遣等につ

いては基金において対応するので、必要に応じて基金に相談すること。 

【基金連絡先】 

 企画調整室加入推進グループ 電話 03-3502-3942 
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（別添） 

独立行政法人農業者年金基金中期目標（抜粋） 

 

令和５年３月３日 

厚 生 労 働 省 

農 林 水 産 省 

 

第１ 政策体系における法人の位置づけ及び役割 

１ 法人の使命 

食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定。以下「基本計画」とい

う。）では、農業・食品産業の成長産業化を促進する「産業政策」と、多面的機能の維

持・発揮を促進する「地域政策」とを車の両輪として推進し、将来にわたって国民生活

に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図るた

め、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立し、あわ

せて、新規就農の促進や女性の経営参画等を促すため、施策を展開するとされている。 

力強く持続可能な農業構造の実現に向けて、農業の担い手の育成・確保を図っていく

ためには、他産業と遜色ない生涯所得を展望し得る環境を整備することが必要であり、

その際、経営に対する支援により現役時の所得の増大・安定を図ることに加え、引退後

の老後生活への不安を払拭するとともに、農業者の生涯所得の充実のため、公的な老後

保障を整備することも重要である。 

独立行政法人農業者年金基金（以下「基金」という。）の目的は、独立行政法人農業

者年金基金法（平成14年法律第127号。以下「農年基金法」という。）に基づき、農業

者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相ま

って農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資する

こととされている。基金の目的は、農業者の老後保障に加え、農業者の確保という政策

目的を有するものとされており、基本計画に基づく農林水産省の政策体系上の農業の持

続的な発展を目標とする「力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確

保」に寄与することを使命としている。 

農業者年金制度は、こうした老後保障の面から担い手を支えることのできる唯一の農

業施策であり、その実施主体である基金にあっては、本制度の特色を活かしつつ、農業

者の確保に資する政策年金としての効果を十分に発揮し、喫緊の課題である担い手の確

保に最大限資することが求められる。 

また、担い手である農業者年金加入者が、農業経営から引退し、国庫補助及びその運

用収入を原資とした年金（特例付加年金）を受給しようとする場合、長期間にわたり農
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- 2 - 

 

業に従事するとともに、その者の有する農地等の資源を若い後継者等に経営継承する必

要があり、このことを通じて次世代の担い手の育成に寄与するものである。 

本中期目標については、このような認識の下、基金が、理事長の適切なリーダーシッ

プの下、効果的かつ効率的な業務運営を図りつつ、本制度が農業・農村の現場により広

く浸透し、政策年金としての機能が一層発揮されることとなることを期待して策定する

ものである。 

２～３ [略] 

 

第２ 中期目標の期間 

基金の中期目標の期間は、令和５年４月１日から令和10年３月31日までの５年間とす

る。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

農業者年金制度が、基本計画に基づき、農業の将来を支える若い担い手の確保等に貢

献するためには、本制度が、農業・農村の現場に広く認識され、かつ、老後の安心を支

える年金制度として高い信頼性を確保することが極めて重要であることを踏まえ、以下

の目標の達成に向けて、業務の質の向上に取り組むものとする。 

なお、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議決定）

における「一定の事業等のまとまり」は、１の農業者年金事業、２の年金資産の安全か

つ効率的な運用並びに３の農業者年金制度の普及推進及び情報提供の充実の３つとす

る。 

１～２ [略] 

３ 農業者年金制度の普及推進及び情報提供の充実 

農業者年金制度の普及に当たっては、今後の農業を支える青年層や女性等に本制度の

特色が広く理解されることにより、本制度への加入が進み、その就農や農業への定着等

が期待されることから、青年層の農業就業者の増加や女性農業者が活躍できる環境の整

備といった、基本計画の施策の方向性に沿って推進することとし、以下の目標の達成に

向けて取り組む。 

（１）若い農業者の加入の拡大 

我が国の経済社会や農業・農村の構造変化が進み、次世代の農業を担っていこうと

する者を確保することが農政上の喫緊の課題となっているため、新規就農者など農業

の将来を支える若い担い手の育成及び確保に資するよう、若い農業者に重点を置いた

制度の普及推進を図り、その加入の拡大を目指す。 

【指標】 
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○ 中期目標期間終了時までに、新たに農業者年金に加入した者のうち20歳以上39歳以

下の者（以下「若い新規加入者」という。）を5,500人以上確保する。 

○ 若い新規加入者における性別ごとの新規加入状況等を分析し、実効性のある加入促

進策を推進したか。 

○ 予測し難い外部要因により目標達成に至らない場合、当該外部要因に対して自主的

な努力を行ったか。 

【重要度：高】次世代の農業を担っていこうとする若い者をどれだけ加入者として制度に

取り込むことができるかは、農業の担い手の確保に資することを目的とする

農業者年金制度が、政策年金として若い農業の担い手の確保という国の施策

に貢献する上で必要不可欠な要素であるとともに、加入者の拡大は、制度の

普及度を端的に示す指標であると考えられるため。 

＜目標水準の考え方＞ 

20歳以上39歳以下の基幹的農業従事者数は、過去５年間（平成29年から令和３年ま

での期間をいう。以下同じ。）で約16％減少しており、さらに国年第一号被保険者全

体の保険料免除者等も年々増加傾向にあり令和３年度は約46％となっている。 

このように、加入対象者が減少傾向にあるため、過去５年間の若い新規加入者実績

数の推移と同程度以上の水準を確保することを目標とした。 

【困難度：高】加入拡大の対象者が減少傾向になる中にあって、若い新規加入者の性別ご

との新規加入状況等を分析等を通じた加入推進活動によって、戦略的にこれ

までの新規加入者実績数の推移と同程度以上の水準を確保する必要があるた

め。 

 

（２）女性農業者の加入の拡大 

女性農業者は基幹的農業従事者の４割（2020年農林業センサス）を占め、農業や地

域に人材を呼び込み、また、農業を発展させていく上で、農業経営における女性参画

は重要な役割を果たしている。 

このため、老後生活への不安を払拭しつつ、農業経営に積極的に参画できるよう、

女性農業者に対する制度の普及啓発の取組を強化し、その加入の拡大を目指す。 

【指標】 

○ 中期目標期間において、女性の新規加入者を3,400人以上確保する。 

○ 予測し難い外部要因により目標達成に至らない場合、当該外部要因に対して自主的

な努力を行ったか。 

＜目標水準の考え方＞ 

女性の基幹的農業従事者数は、過去５年間で約21％減少しており、さらに国年第一
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号被保険者全体の保険料免除者等も年々増加傾向にあり令和３年度は約46％となって

いる。 

このように、加入対象者が減少傾向にあるため、過去５年間の女性における新規加

入者実績数の推移と同程度以上の水準を確保することを目標とした。 

【困難度：高】加入拡大の対象者が減少傾向になる中にあって、女性の目線等による加入

推進によって、これまでの新規加入者実績数の推移と同程度以上の水準を確

保する必要があるため。 

 

（３）加入推進活動の実施 

（１）及び（２）に掲げた目標を達成するには、基金及び業務受託機関が認識を共

有し、一丸となって、戦略的に加入推進活動に取り組む必要がある。 

このため、基金は、加入推進の取組に関する方針を定め、その内容を業務受託機関

に周知徹底するとともに、都道府県毎に新規加入者に関する目標を設定し、当該目標

の達成を目指して加入推進活動を行う。 

【指標】 

○ これまでの加入推進に係る課題及び成果等を踏まえて、毎年度、加入推進の取組に

関する方針を定め、その内容を業務受託機関に年１回以上周知したか。 

〇 毎年度、都道府県別新規加入者に関する目標を設定し、月別の達成状況のフォロー

アップを行うとともに、毎月、当該達成状況について、各業務受託機関へ情報提供し

たか。 

○ 業務受託機関における加入推進の課題及びその解決策について、年１回以上、各業

務受託機関の間で共有できる活動を行ったか。 

 

[以下略] 
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県内外の取組事例発表 外部講師等

青森 青森市 9月13日(水) 社会保険労務士

岩手 盛岡市 9月12日(火) ○

宮城 仙台市 8月22日(火) ファイナンシャルプランナー

秋田 秋田市 8月29日(火) ○

◎ 山形 山形市 10月11日(水) ファイナンシャルプランナー

福島 福島市 6月9日(金) ○ 社会保険労務士

茨城 土浦市 9月21日(木) ○ ファイナンシャルプランナー

栃木 宇都宮市 8月17日(木) ファイナンシャルプランナー

△ 群馬 前橋市 9月22日(金) ファイナンシャルプランナー

△ 埼玉 さいたま市 8月10日(木) 埼玉県農業者年金普及員

千葉 千葉市 9月19日(火) 社会保険労務士

神奈川 横浜市 9月7日(木) ファイナンシャルプランナー

新潟 新潟市 10月19日(木) ファイナンシャルプランナー

富山 富山市 10月10日(火) 広域推進協力員

石川 金沢市 9月28日(木) 社会保険労務士

福井 福井市 8月21日(月) 広域推進協力員

山梨 甲府市 9月22日(金) ○

松本市 9月27日(水)

長野市 9月28日(木)

△ 岐阜 美濃市 9月20日(水) ○

静岡 静岡市 10月6日(金) ファイナンシャルプランナー

愛知 名古屋市 10月11日(水) ○

三重 津市 9月26日(火) 社会保険労務士

滋賀 大津市 7月27日(木) 社会保険労務士

京都 京都市 8月18日(金) ○ 京都府農業法人経営者会議等 パネルディスカッション実施

大阪 大阪市 9月13日(水) ファイナンシャルプランナー

兵庫 神戸市 8月24日(木) ファイナンシャルプランナー

奈良 桜井市 8月17日(木) ○ 奈良県担い手・農地マネジメント課

和歌山 和歌山市 7月31日(月) ファイナンシャルプランナー

鳥取 湯梨浜町 9月4日(月) ○

☆ 島根 出雲市 6月8日(木) ○

岡山 岡山市 9月20日(水) ○ ファイナンシャルプランナー

広島 広島市 8月23日(水) ファイナンシャルプランナー

山口 山口市 8月24日(木) ○ ファイナンシャルプランナー

徳島 徳島市 9月6日(水) ○ ファイナンシャルプランナー

香川 高松市 9月8日(金) ○

愛媛 松山市 9月15日(金) ○ 広域推進協力員

△ 高知 高知市 8月18日(金) ○

福岡 福岡市 8月25日(金) ○ ファイナンシャルプランナー

佐賀 佐賀市 9月12日(火) コミュニケーション講師

諫早市 9月11日(月)

佐世保市 9月12日(火)

熊本 熊本市 9月15日(金) ○

大分 別府市 8月23日(水) 税理士

宮崎 宮崎市 9月15日(金) 社会保険労務士

鹿児島 鹿児島市 8月22日(火) ○

沖縄県 糸満市 7月20日(木) ファイナンシャルプランナー

令和５年度　農業者年金加入推進特別研修会　開催結果

都道府県 開催地 開催日 その他

長崎

研修内容

長野 ○ ファイナンシャルプランナー

◎：オンライン開催（全員オンライン参加）

△：ハイブリッド開催（基金役職員は現地参加したが、参加対象者は現地参加者とWEB参加者）

☆：ハイブリッド開催（基金役職員はWEB参加で、参加対象者は現地参加）

○ ファイナンシャルプランナー
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神奈川県農業会議・ＪＡ神奈川県中央会が作成した動画 

 30 秒と 60 秒の２パターンの動画を作成し、デジタルサイネージや YouTube、

ＪＡ各支店で活用。 
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高知県農業会議・ＪＡ高知県が作成した動画 

 ＪＡ職員や農家の方々に出演していただき、２パターンの動画を作成。ＪＡ各

支店や YouTube 等で活用予定。 
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島根県出雲市の事例 

 加入対象者名簿に載っている方々に対し年金額の試算表を送付し

たところ、多くの反響を呼び、加入に結びついたということもありま

した。具体的な年金額が見えると、加入後のイメージを持つことがで

きるので非常に有効な手段かと思います。皆様も活用をご検討くだ

さい。 

年金額の試算は、基金 HP の年金シミュレーターで行うことが出来ま

す。是非ご利用下さい。 

【年金シミュレーター リンク】 

https://www.nounen.go.jp/nounen/nenkingaku/web.html 
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ＪＡおきなわで作成した動画・バナー広告 

 バナー広告と長さが異なる３パターンの動画を作成。YouTube や Instagram で

年齢・地域を絞って広告を配信。 

 

【動画】 

 

 

 

 

59



【バナー】 

（パターン１） 

 

 

 

 

 

 

（パターン２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（パターン３） 

 

（パターン４） 
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群馬県農業会議・ＪＡ群馬中央会が企画した記事広告 

（Ｒ４年度より継続） 

 

家族で農業者年金に加入されている前橋市内の農家を取材し、農業者年金の魅

力や加入のきっかけを記事として掲載。 

マイナビ農業へのサイト掲載に加え、Facebook に公告を配信し記事のプレビュ

ー数を増やす施策や（PV 保証付の契約）、記事をチラシ化し配布するなど、多く

の方に記事を見てもらうように工夫を凝らしている。 

 

【記事広告イメージ】 

 

 

【マイナビ農業記事へのリンク】 

https://agri.mynavi.jp/2023_11_28_246703/ 
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福井県農業会議が作成したテレビＣＭ 

 

基金が作成した若者向けチラシにナレーションを付した形でテレビＣＭを作成。

福井放送（日本テレビ系列）で、「ヒルナンデス」が放送される時間帯にＣＭを

放映した。 

 

【テレビＣＭイメージ図】 
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宮崎県農業会議・ＪＡ宮崎中央会が実施しているＷＥＢ公告 

 

宮崎県内の 20 代～50 代を対象に、Instagram 広告や Google・Yahoo!Japan での

検索連動型広告（リスティング広告）を実施。 

 

【イメージ図】 

①Instagram 広告（スクロールすると４枚のスライドを見ることが出来る） 

 

 

②検索連動型（リスティング）広告（Google・Yahoo!Japan） 

 

広告 農業者だけが入れる公的年金 農業者年金で一生涯の安心を。 
https://www.miyazaki-nk.net/cms/pension/ 

農業者なら広く加入でき、将来の年金のために保険料を積み立てながら節税対策もで

きる！長生きの時代に安心の終身年金。国民年金プラス農業者年金で老後に備えまし

ょう。 
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